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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

社会の高齢化の進展や生活習慣の変化に伴い、がん、心臓病、脳血管疾患などの生活習慣病

が増加し、寝たきりや認知症のように、生活の質を低下させたり、介護が必要な状態になって

しまう方々の増加が深刻な問題となっています。 

本市では、平成 14 年 3 月に｢健やか高松 21｣を策定し、①こころの豊かさ、②運動、③食生

活、④歯の健康、⑤安全、⑥たばこ、⑦アルコール（飲酒）、⑧生活習慣病の８分野において健

康づくりの指針を定め、「すべての市民が健やかで、こころ豊かに暮らすことのできる活力ある

社会」の実現に向けて、健康の増進や疾病の発症予防の「一次予防」に重点を置いた対策を推

進し、市民と行政が一体となり、市民の主体的な健康づくり運動を推進してきました。 

しかし、平成 25 年度に実施した「健やか高松 21」の最終評価では、糖尿病等の生活習慣病

患者の増加やこころの健康づくり、アルコール（飲酒）など、引き続き対応すべき問題や改善

すべき課題が明らかになりました。 

また、本市が行った「平成 24年度市民満足度調査」において、第 5次高松市総合計画におけ

る政策 23項目の中で、今後特に大切と思われる政策についての質問で、「健やかに暮らせる環

境づくり」が 45.9％と 2位に選択されていることからも、社会全体で市民の健康を支える環境

づくりが大切になっていると言えます。 

  これらを踏まえ、高松市健康増進計画「高松市健康都市推進ビジョン」（仮称）では、あら

ゆる面で市民が健やかに生活できる社会を実現するため、生活習慣病の発症予防と重症化予

防の徹底を加え、ライフステージに応じた健康づくりの推進についても指標を定めて充実

を図ったほか、健康を支え、守るための社会環境の整備に関する推進方策も盛り込み策定

しました。 

 

２ 計画の基本方針 

（1）基本理念 

   少子高齢化や疾病構造の変化が進む中で、生活習慣や社会環境の改善を通じて、「全ての市

民が共に支えあい、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現」を目指します。 

 

【10 年後を見据えた「高松市の目指す姿」】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子どもも大人も希望の持てる社会 

・高齢者が生きがいの持てる社会 

・疾患や障がいを有する方も満足できる人生を送ることのできる社会 

・地域包括ケアシステムの構築により、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられる社会 

・ユニバーサルデザインに配慮した誰もが暮らしやすい社会 

・地域や世代間の助け合いができる社会 

・希望や生きがいを持てる基盤となる健康を大切にする社会 

～全ての市民が共に支えあい、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現～ 
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（2）計画の目標 

この計画は、生活習慣の改善や生活習慣病の発症予防と重症化予防を徹底することや社会

生活を営むために必要な機能の維持及び向上により、生活の質の向上を図るとともに、乳幼

児期から高齢期まで、あらゆる人々の健康を守り、支えるための社会環境の整備を通じて、

健康寿命※の延伸を図ることを目標としています。 

基本方針の構成は以下の図のように整理できます。すなわち、健康を支え、守る社会環境

の整備を通じて、生活習慣の改善、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底、ライフステー

ジに応じた健康づくりの推進を図り、健康寿命の延伸と生活の質の向上を達成することによ

り、基本理念に掲げた社会の実現を目指すものです。 

※ 健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことであり、健やかに
自立した生活を送るという生活の質を捉えた指標です。 

 

【「高松市健康都市推進ビジョン」（仮称）の基本方針】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜期待される波及効果＞ 

○子どもが健やかに育つ 
○働き盛り世代が輝く 
○元気な高齢者の増加 
○医療費の削減 

 

＜実践キーワード＞ 

毎日、健康にええこと＋ 
（ﾌﾟﾗｽ） 

※健康のためによいことを、何

か 1つからでも、できること

から始めましょう。 

＜実践プラン＞ 
 

★まち歩き・自転車利用で 
健康づくり 

★地産地消で野菜摂取 
★コミュニティ活動で絆づ 

くり 

～全ての市民が共に支えあい、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現～ 

目 標 

 
健康寿命の延伸 

 
生活の質の向上 

健康づくりの推進方策と目標 
 

生活習慣の改善 

1 栄養・食生活・食育  

2 身体活動・運動 

3 こころの健康・休養  

4 飲酒  

5 喫煙   

6 歯と口腔の健康 

ライフステージに応 
じた健康づくりの 
推進 

1 次世代の健康  

2 青壮年期の健康  

3 高齢者の健康 

4ライフステージごと 

の目標 

生活習慣病の発症
予防と重症化予防
の徹底 

1 がん  

2 循環器疾患 

3 糖尿病 

健康を支え、守るための社会環境の整備 
 コンパクト・エコシ

ティを踏まえた健康づ
くり 

コミュニティの強化 地産地消・市民農園等の

推進 

地域・職域連携の 

推進 

基本理念 
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３ 計画の位置づけ 

この計画は、健康増進法第 8条第 2項に規定する「市町村健康増進計画」です。また、国が

定めた「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（健康日本 21（第 2次））」

及び香川県が定めた「健やか香川 21 ヘルスプラン（第 2次）」を勘案するとともに、本市総合

計画を上位計画として、環境、福祉、高齢者、障がい者など健康と関連する計画との整合性を

図りながら、本市の健康づくり運動に必要な施策の方向性を示します。 

また、食育基本法第 18条に規定する「市町村食育推進基本計画」を包含し、食に関する現状

を踏まえ、食育に関する目標を明らかにし、食育施策の推進を図ります。 

 

【「高松市健康都市推進ビジョン」（仮称）推進体系図】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【主な関連計画との関係図】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 保健福祉分野のみでなく、健康面でも市民生活に影響を与えると考えられる計画等についても、基本理念
を共有し、総合的な健康づくりを推進します。 

健康づくりについての基本理念の共有 

 

 

 

 

 

 

        

 

○高齢者保健福祉計画：老人福祉計画、介護保険事業計画 

    ○こども未来計画：次世代育成支援対策行動計画 

        

障
が
い
者
プ
ラ
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ス
ポ
ー
ツ
振
興
基
本
計
画 

特
定
健
康
診
査
等
実
施
計
画 

地
域
福
祉
計
画 

環
境
基
本
計
画 

自
治
と
協
働
の
基
本
指
針 

男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン 

＜目指すべき都市像＞                ＊まちづくりの目標＊ 

文化の風かおり 光かがやく 瀬戸の都・高松 

第５次高松市総合計画「新生たかまつ 人・まち 輝き ビジョン」2008－2015 

１ 心豊かな人と文化を育むまち 

２ 人と環境にやさしい安全で住みよいまち 

３ 健やかにいきいきと暮らせるまち 

４ 人がにぎわい活力あふれるまち 

５ 道州制時代に中枢拠点性を担えるまち 

６ 分権型社会にふさわしいまち 

「
高
松
市
健
康
都
市
推
進
ビ
ジ
ョ
ン
（
仮
称
）」 

第３期まちづくり戦略計画（Ｈ24～26） 

国 健康日本 21（第 2次） 

県 健やか香川 21ヘルスプラン（第 2次） 

第４期まちづくり戦略計画(Ｈ26～27） 

多
核
連
携
型
コ
ン
パ
ク
ト
・
エ
コ
シ
テ
ィ
推
進
計
画 

高
齢
者
保
健
福
祉
計
画 

こ
ど
も
未
来
計
画
「
後
期
計
画
」 

 

地
産
地
消
推
進
計
画 
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４ 計画の期間 

この計画の期間は、平成 26 年度を初年度とし、平成 35年度を目標年度とする 10年間としま 

す。 

なお、計画の中間年度である平成 30年度に計画の見直しを実施します。 

年 度 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

健やか高松 21 

計画期間 

     

 

 

 

★ 

         

 

 

 

 

   

 

 

 

★ 

     

（★中間見直し） 

第 1次計画 

（H14～H25） 

第 2次計画 

（H26～H35） 
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第２章 高松市民の健康と生活習慣等の現状 

 

１ 市民の健康の現状 

（1）少子・高齢化の進行 

① 人口構成 

・人口構成と年齢 3区分別人口の推移 

平成 25 年 10月の本市の人口構成は、40歳前後と男女とも第１次ベビーブーム世代（63

～65歳）を含む 60歳代半ばと第 2次ベビーブーム世代を含む 40歳前後が膨らむ「ひょう

たん型」になっています。 

20,000 15,000 10,000 5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000

0～4歳

10～14歳

20～24歳

30～34歳

40～44歳

50～54歳

60～64歳

70～74歳

80～84歳

90～94歳

男女年齢別人口構成（平成25年10月1日現在）

男

女

 
 
 
高齢化、少子化が進行し、生産年齢人口が減少しています。 

 

69,687
73,697 71,669

62,673 54,500
51,456 49,446 62,061 61,745 61,498 61,380 61,199

201,069
209,128

218,737
226,211

227,376
226,761

223,440

280,091

274,130 271,993
267,632

264,049

24,017
29,093 33,733 40,220 49,045

56,689
64,787

84,382
90,590

94,122
99,464

103,635

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S50 S55 S60 H2 H7 H11 H16 H18 H20 H22 H24 H25

年齢３区分人口の推移

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15歳～64歳） 老年人口（65歳以上）
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以
上
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 64  

 15  
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歳
未
満
） 

年
少
人
口 
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資料：情報政策課 

資料：情報政策課 
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  ・将来人口推計 

   本市の将来人口の推計では、人口は緩やかに減少し続け、少子高齢化が進行し、老年人口 

が生産年齢人口に近づくと予測されています。 

 
② 出生率と死亡率 

    ・出生率と死亡率の年次推移 

     本市の出生率は年々減少傾向ですが、全国及び香川県の値よりは上回っています。 

0

2

4

6

8

10

12

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

出生率の年次推移

高松市 香川県 全国

 

本市の死亡率は、全国とほぼ同じで横ばいですが、香川県よりは低くなっています。 

0

2

4

6

8

10

12

14

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

死亡率の年次推移

高松市 香川県

 

資料：厚生労働省「人口動態調査」、香川県「県保健統計指標」 

資料：厚生労働省「人口動態調査」、香川県「県保健統計指標」 

資料：政策課 

（人口千対） 

（人口千対） 
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③ 世帯構成 

   ・一世帯当たりの人員の推移 

国、香川県、本市ともに、一世帯当たりの人員は減少傾向です。 

平成 23 年は、2.39人、香川県は、2.52 人となっています。 

2

2.5

3

3.5

4

4.5

S45 S50 S55 S60 H2 H7 H8 H9 H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23

人
一世帯当たりの人員

高松市 香川県

 

④ 平均寿命と高齢化率 

   ・平均寿命と高齢化率の推移 

国・香川県ともに平均寿命はほぼ年々伸びており、平成 22 年は、全国の男性は 79.64

歳、女性は 86.39 歳、香川県の男性は 79.73歳、女性は 86.37 歳となっています。 

70

72

74

76

78

80

82

84
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平成 24 年の本市の高齢化率は、23.2％です。 
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資料：総務省「国勢調査」、香川県「県人口移動調査報告」 

資料：厚生労働省「簡易生命表」、「都道府県別生命表」 

香川県健康福祉総務課 

(歳) 

資料：介護保険課 7 



⑤ 健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間） 

本市の平成 22年の健康寿命（日常生活が自立している期間の平均）は、男性 78.30歳、

女性 82.42歳、日常生活が自立していない期間の平均は、男性 1.79 年、女性 3.73 年です。 

男性の健康寿命は、香川県とほぼ同じ、女性は、香川県より 0.76歳短くなっています。 
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※算出方法 

・平成15、17年、19年：人口動態統計をベースとし、自立期間については、介護保険統計を用い、
要支援・要介護のサービス受給者を非自立として算定 

・平成 22 年：厚生労働科学研究「健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関す
る研究班」が公表した「健康寿命の算定方法の指針」及び「健康寿命の算定プログラム」をベー
スに算出、「日常生活動作が自立していない期間」とは、介護保険の要介護 2～5 の認定を受け
ている期間 

 

 

（2）疾病構造・健康状態等の変化 

① 主要死因 

   ・主要死因の推移 

本市の死亡率は、悪性新生物が最も多く、次いで多いのは心疾患です。 

 

  

資料：香川県健康福祉総務課 

健やか香川 21ヘルスプラン 

（人口 10万対） 

資料：香川県健康福祉総務課 
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 ・主要死因別割合 

本市の平成 23 年の主要死因は、悪性新生物、心疾患および脳血管疾患が 55％と過半数を占

めています。 

  

 
  
・悪性新生物部位別死亡率（平成 23 年） 

 がんによる死亡を部位別にみると、男性は肺、胃、結腸、女性は結腸、胃、肺の順に多くなっ 

ています。 
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主要死因別割合（Ｈ23 年）

 

資料：香川県健康福祉総務課 

資料：平成 23年人口動態調査(香川県) 
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② 受診率（国民健康保険病類統計からみた状況） 

40歳代から年齢とともに、高血圧、糖尿病、脳血管疾患、がんによる受診率が高くなっ

ています。また、歯の疾患による受診率は、どの年代でも 20％を超えています。 
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＊受診率：年齢区分別受診件数／被保険者数×100 

 

 

③ 糖尿病の受診状況 

糖尿病受診率は、香川県、本市ともにほぼ同様の推移です。 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

糖尿病受診率の推移

高松市
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＊受診率：受診件数/被保険者数×100 

＊香川県：医師国保・建設国保を含む 

 

 

 

 

資料：香川県国保連合会「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

受診率 

資料：香川県国保連合会 

「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

 (%) 
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・国、県の糖尿病受療率（入院・外来）の推移 

  香川県の糖尿病受療率は高く、平成 20年の患者調査では 1位、平成 23年は 2位でした。 
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（3）特定健康診査・特定保健指導の実施率 

平成 20 年から、「高齢者の医療の確保に関する法律」により、生活習慣病予防のために、

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した特定健康診査・特定保健指導が

始まりました。 

・特定健康診査・特定保健指導の実施率の推移 

平成 24 年度の特定健康診査の実施率は、41.5％、特定保健指導の実施率は、17.0％です。 

 

《特定健康診査・保健指導実施率の推移（％）》 
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全国 2 位 全国 1 位 

資料：厚生労働省「患者調査」 

資料：国保・高齢者医療課 
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（4）医療費 

  ・一人当たりの医療費 

本市の一人当たり医療費は、年々上昇しています。平成 20 年度には後期高齢者医療制度

が創設され、新たな診療報酬体系が定められたことにより、後期高齢者については、一時的

に医療費の減少がみられましたが、再び増加傾向になっています。なお、偶数年度には、診

療報酬の改訂が行われています。 
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・疾病分類別医療費の推移 

本市の国民健康保険の医療費は、年々増加しています。 
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資料：香川県国保連合会「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

資料：香川県国保連合会「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

（万円） 

(億円) 
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・年度別生活習慣病にかかる医療費（推計） 

   「糖尿病」、「高血圧症」、「脂質異常症」など、生活習慣病の医療費は、全体の約 6割を占

めており、年々増加しています。特に、平成 24年度は 23年度と比較して、1割、約 13億円

増加しています。 

 

 

 

  ・年代別生活習慣病にかかる医療費（推計） 

60歳代になると、生活習慣病で通院する人が急激に増加します。生活習慣病の発症前、30・ 

40歳代から食事や運動など生活習慣の改善に取り組むことが大切です。 

 
 

（5）要介護者の状況 

 ・要介護者数の推移 

第１号被保険者のうち要支援・要介護の認定を受けている割合（認定率）は、20.9%で 65 

歳以上の 5人に 1人です。これは、全国と比較しても高くなっています。高齢化で、今後、 

認定率・認定者数（第 1号被保険者）ともに増加が予想されます。 
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資料：香川県国民健康保険団体連合会  

「生活習慣病にかかる統計」 

（平成 24年度） 

 

資料：香川県国民健康保険団体連合会  

「生活習慣病にかかる統計」 

資料：介護保険課 

（億円） 

（億円） 
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 ・性・年齢別要介護（要支援）認定率 

  ほとんどの年齢において、女性の割合が高くなっています。 

0.5 3.1 5.8
13.3

26.7

46.1

68.1

0.3 3.1
7.9

19.4

40.2

63.6

82.5

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

65歳未満 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上

要介護（要支援）認定率（％）性・年齢別

男性 女性

 

 

・介護・介助が必要になった主な原因 

介護や介助が必要になった主な原因は、「高齢による衰弱」や「骨折・転倒」が多くを占め

ています。これは、閉じこもりなど、不活発な生活による心身の機能の低下（生活不活発病）

によるものです。 
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資料：介護保険課 

資料：第 5期高松市高齢者保健福祉計画 

14 



２ 市民の生活習慣等の現状および健康課題（当初計画の最終評価） 

 （1）評価の目的 

   本市では、平成 14年に策定した「健やか高松 21」計画に基づき、市民の皆様や各種団体、

関係機関の協力を得ながら、各種の健康づくり事業に取り組んできました。 

本計画の期間は、当初、平成 23 年度までの 10年間でしたが、国、香川県が医療費適正化

計画との整合性を図るために、2年間延長したことに伴い、本市も計画終期を平成 25年度ま

で延長しました。 

この度、第 1次計画期間が終了することから、計画当初及び中間評価からの健康づくり推

進活動や目標の達成状況などを検証し、目的実現のための課題や方向性を明らかにすること

によって、今後の健康づくり対策の充実とより効果的な推進を図るため、最終評価を実施し

ました。 

 

（2）評価の概要 

「健やか高松 21」では、生活習慣別の取組目標として、①こころの豊かさ②運動③食生活

④歯の健康⑤安全・介護予防⑥たばこ⑦アルコール⑧生活習慣病の 8つの分野を設定してお

り、それぞれに健康指標を定めています。 

最終評価にあたっては、数値目標の達成状況について判定基準を設定し、各指標について、

「平成 24年度高松市民の健康に関する調査」のほか、各種の統計資料等を基に達成状況を調

べ、個別の目標項目について 4段階評価を行うとともに、分野毎の達成状況については 5段

階の総合評価を行いました。 

① 数値目標の達成状況 

数値目標の達成状況について、下記の「評価 4段階判定基準」に基づいて判定しました。 

【評価 4段階判定基準】                ※基準値：計画策定時の数値 

評価 判定基準 数値基準 

◎ 目標として設定した状態を達成しているもの 目標達成 

○ 目標に向けて改善がみられたもの 基準値より１％を超えて改善 

△ 現状が基準値から維持状態のもの 基準値の±１％以内 

× 改善がみられなかったもの 基準値の 99％未満 

＊ 実施方法等の変化により、判定できない項目 評価困難 

 

【数値目標の達成状況の割合】 

評 価 
最終評価（指標 76） 中間評価（指標 78） 

該当項目数 割 合（％） 該当項目数 割 合（％） 

◎：目標達成 84 46.9 50 35.5 

○：基準値より改善 20 11.2 24 17.0 

△：現状維持 13 7.2 15 10.6 

×：基準値より悪化 44 24.6 52 36.9 

＊：評価困難 18 10.1 － － 

合 計 179 100.0 141 100.0 
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計画に掲げた健康づくりの数値目標は、「目標値として設定した状態を達成しているも

の」と「目標に向けて改善が見られたもの」を合計すると、58.1％となっています。現状

維持が 7.2％、基準値より悪化が 24.6％になっています。 

② 各分野の数値目標の達成状況 

たばこは目標達成が 64.3％でした。目標達成と基準値より改善を合計した数値では、こ

ころの豊かさが 40.7％、運動が 75.0％、食生活が 58.7％、歯の健康が 54.2％、安全・介

護予防が 87.5％、生活習慣病 71.7％となりました。 

一方、アルコールは、20.0％となっています。 
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（3）評価のまとめ 

① 各分野別総合評価 

各分野の総合評価として、下記の「総合評価判定基準」により、数値目標の達成状況の

評価を行いました。 

評 価 総合評価判定基準 

Ａ おおむね達成されている。 

Ｂ(+) 
数値目標は未達成であるが、達成，基準値より改善している割合が 2／3以上で、

数値目標達成のために事業を実施している。 

Ｂ 
数値目標は未達成であるが、達成、基準値より改善している割合が過半数を超

えているが 2／3未満で、数値目標達成のために事業を実施している。 

Ｃ 
数値目標が未達成で、基準値より改善している割合が半数未満であるが、数値

目標達成のために事業を実施している。 

Ｄ 数値目標は未達成であり、事業実施も十分とはいえない。 

＜総合評価の結果＞ 

分野 
こころの

豊かさ 
運動 食生活 歯の健康 

安全・ 

介護予防 
たばこ ｱﾙｺｰﾙ 生活習慣病 

総合 

評価 
Ｂ Ｂ(+) Ｂ Ｂ Ｂ(+) Ａ Ｃ Ｂ(+) 

16 



② 主な個別項目の数値目標の達成状況 

〔数値目標を達成した項目〕 

○休養が十分とれていない人の割合の減少（男性 30～49歳、女性 18～49歳） 

○何らかの地域活動に参加している人の割合の増加 

○こころの健康について学ぶ人の割合の増加 

○日常生活における平均歩数 1,000歩以上の増加（20歳以上女性、70歳以上男性） 

○１日当たりの食塩摂取量の減少（20歳以上） 

○朝食をほぼ毎日食べない幼児・児童の減少 

○１日１回以上、家族と一緒に食事をする人の割合の増加 

○主食・主菜・副菜をそろえて食べる人の割合の増加 

○定期的に歯科健康診査を受ける人の割合の増加 

○成人歯科健康診査受診率の増加 

○歯石を取ってもらう人の増加 

○80歳で 20 本以上自分の歯を有する者の割合の増加 

○60歳で 24 本以上自分の歯を有する者の割合の増加 

○応急手当の実技を学ぶ機会の増加 

○転倒する高齢者の割合の減少 

○がん、心疾患、脳血管疾患の死亡率の減少 

○たばこを吸う人の割合の減少 

○たばこの害に関して学ぶ人の割合の増加 

○アルコールの害に関して学ぶ人の割合の増加 

○肥満傾向の児童生徒の割合の減少 

○がん検診の受診率の増加 

〔目標を達成していないものの基準値より改善した項目〕 

○常になるべく外出の機会を持つようにしている人の割合の増加（60歳以上） 

○日常生活における平均歩数の増加（20歳以上男性、70歳以上女性） 

○朝食をほぼ毎日食べない成人（18～39歳男性）の減少 

○家族そろって食事をとる家庭の割合の増加（朝食：1歳 6か月児、3歳児） 

○う歯のない幼児の割合の増加 

○特定保健指導実施率の増加 

〔改善がみられなかった項目〕 

○最近１か月以内にストレスを感じた人の割合の減少 

○毎日 7～8時間の睡眠がとれていない人の割合の減少 

○１日当たりの野菜の摂取量の増加 

○家族そろって食事をとる家庭の割合の増加（夕食：1歳 6か月児、3歳児） 

○食育に関心を持っている成人の割合の増加 

○歯間ブラシなどでていねいに歯をみがく人の割合の増加 

○安全に歩行可能な高齢者の割合の増加（20秒以上開眼片足立できる者の割合） 

○ほぼ毎日飲酒している人の割合の減少 

○１日(１回)に日本酒に換算して 2合以上飲んでいる人の割合の減少 

○特定健康診査実施率の向上 

○虚血性心疾患の粗死亡率の減少 
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③ 健康課題 

今後の健康づくり対策としては、「こころの豊かさ」では、ストレスを感じた人の割合、十

分な睡眠がとれていない人の割合の減少については改善が見られなかったことから、市民が

こころの健康づくりの大切さを認識できるよう、普及啓発に取り組むことが必要です。 

「運動」では、忙しい日常生活の中であえて運動する時間を設けるのではなく、買物等の

家事をしながら、また通勤の途中で歩くなど、運動への意識啓発を推進していく必要があり

ます。 

「食生活」では、１日当たりの野菜の平均摂取量が目標値より少ないため、野菜摂取量の

増加につながる啓発をさらに推進する必要があります。朝食を食べない人の割合については、

改善が見られましたが、若い世代の男性や食習慣の確立に重要な幼児等に対して、今後も引

き続き、朝食の必要性に関する知識の普及が重要です。 

「歯の健康」では、自分の歯や口の状態にほぼ満足している人の割合が現状維持にとどまっ

ています。かかりつけ歯科医での歯科健診及び歯科保健指導を充実させる必要があります。

また、日頃から自分の歯と歯ぐきのチェックを行うなどのセルフチェックの習慣化について

普及啓発を図ることが重要です。 

「安全・介護予防」では、高齢化の進展に伴い、平均寿命が延びていることから、高齢者

自らが健康でいきいきとした生活を送ることができる期間をできるだけ長くすることが大切

です。 

「たばこ」では、たばこの害がより大きい未成年者や妊婦の喫煙防止対策、ＣＯＰＤ（慢

性閉塞性肺疾患）等の健康への影響について、十分な知識の普及を図ることが必要です。 

「アルコール」では、飲酒習慣を持つ人が増えており、男性は 2人に 1人がほぼ毎日飲酒

しています。1 日の飲酒量についても 2 合以上飲んでいる人の割合は増加し、改善が見られ

ていません。今後も若年からのアルコールに対する正しい知識の普及に取り組む必要があり

ます。 

また、「生活習慣病」では、メタボリックシンドローム該当者の割合が減少していないこと

から、予防するために食生活の改善や運動習慣の獲得、禁煙など、より一層、具体的な知識

の普及に取り組むことが重要です。それととともに、糖尿病患者が増加していることを踏ま

え、糖尿病の発症予防、予備群の早期発見及び重症化予防に取り組む必要があります。主要

死因別割合は、悪性新生物が最も高く、死亡率を減少させるために、生活習慣病予防に取り

組むこと及び早期発見のために、効果的ながん検診の受診勧奨を行うため、職域と連携して

がん対策を推進していく必要があると考えられます。 
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第１次計画最終評価の目標値達成状況一覧 

 

◇こころの豊かさ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ 趣味や楽しみを持って生活し

ている人の割合の増加 

男性 80.9% 81.1% 80.4% 
90%以上 

△ 

女性 83.4% 82.6% 80.7% × 

２ 常になるべく外出する機会を

持つようにしている人の割合の

増加 

男性(60歳以上) 42.3% 39.6% 43.8% 
50%以上 

○ 

女性(60歳以上) 37.7% 41.5% 40.9% ○ 

３ 常に食事の場を楽しむように

している人の割合の増加 

男性 33.8% 31.7% ― 
増やす 

＊ 

女性 39.0% 45.6% ― ＊ 

４ 何らかの地域活動（集まり、ﾎﾞ

ﾗﾝﾃｨｱ活動、趣味のｻｰｸﾙ）に参加

している人の割合の増加 

男性(70歳以上) 44.8% 35.9% 61.5% 
増やす 

◎ 

女性(70歳以上) 39.3% 37.2% 50.6% ◎ 

５ 健康に関する学習や情報交換

ができるグループ活動に参加し

ている人の割合の増加 

男性 5.3% 4.5%    ― 
増やす 

＊ 

女性 8.0% 8.9% ― ＊ 

６ 最近１か月間にストレスを感

じた人の割合の減少 

男性 64.5% 77.0% 67.9% 
60%以下 

× 

女性 74.1% 82.1% 80.8% × 

７ 休養が十分とれていない人の

割合の減少 

男性(30～49歳) 56.9% 30.0% 29.1% 50%以下 ◎ 

女性(18～49歳) 43.0% 25.1% 19.1% 40%以下 ◎ 

８ 毎日７～８時間の睡眠がとれ

ていない人の割合の減少 

男性 20.8% 25.1% 48.3% 
15%以下 

× 

女性 20.7% 29.3% 56.7% × 

９ 自分の健康をよりよくするた

めの知識を十分持っていると思

う人の割合の増加 

男性 13.0% 12.6% ― 
35%以上 

＊ 

女性 16.2% 14.6% ― ＊ 

10  自分の健康をよりよくするこ

とを普段から実践している人の

割合の増加 

男性 60.1% 60.0% 63.1% 
80%以上 

○ 

女性 69.5% 70.0% 60.5% × 

11 こころの健康について学ぶ人

の割合の増加 

男性 3.0% 5.6% 5.7% 
増やす 

◎ 

女性 4.6% 4.9% 8.0% ◎ 

12 福祉のまちづくり適合証交付

件数の増加 

 
29 件 56 件 71件 増やす ◎ 

13 自殺者の数の減少 

総数 71 人 75 人 101人 

減らす 

× 

男性(40～49歳) 26 人 20 人 17人 ◎ 

人口 

10万対 

男性 25.8 32.5 34.9 × 

女性 12.7 13.3 13.1 × 
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◇運動 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ 常に意識して身体を動かした

り運動する人の割合の増加 

男性 31.1% 32.2% 35.6% 
10%増 

○ 

女性 30.2% 31.2% 27.7% × 

２ 定期的に運動(息が弾む程度で

30 分以上のもの)していない人の

割合の減少 

男性(30～49歳) 72.2% 66.9% 58.3% 
20%減 

○ 

女性(30～49歳) 73.3% 67.3% 75.0% × 

３ 日常生活における平均歩数の

増加 

男性(20歳以上) 6,703歩 9,312歩 7,315歩 

＋1,000歩

以上 

○ 

女性(20歳以上) 5,822歩 7,649歩 7,129歩 ◎ 

男性(70歳以上) 3,412歩 3,784歩 5,586歩 ◎ 

女性(70歳以上) 3,942歩 3,590歩 4,716歩 ○ 

 

 

 

 

◇食生活 

＜栄養状態・栄養素摂取＞ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ １日当たりの脂肪ｴﾈﾙｷﾞｰ比率の減少 成人(20～40歳) 26.3% 24.7% 28.0% 25%以下 × 

２ １日当たりの食塩の摂取量の減少 成人(20歳以上) 13.3g 11.6g 9.3g 10g未満 ◎ 

３ １日当たりの野菜の摂取量の増加 成人(20歳以上) 283.8g 214g 281.3g 350g以上 × 

４ 成人の１日当たりのカルシウム

に富む食品の平均摂取量の増加 

牛乳・乳製品 106.5g 116.5g 129.4g 
130g以上 

○ 

女性(13～19歳) 79g － － ＊ 

豆類 74g 61.6g 62.2g 100g以上 × 

緑黄色野菜 76.5g 64.7g 107.2g 120g以上 ○ 

＜知識・態度・行動＞ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

5-1 朝食の欠食が見られる幼

児 

幼児(1歳 6か月児) － 7.9% 5.0% 
減らす 

◎ 

(3 歳児) － 9.0% 5.9% ◎ 

5-2 朝食をほぼ毎日食べない

児童 

小学生 － 20.1% 13.4% 

減らす 

◎ 

中学生 － 22.3% 15.4% ◎ 

高校生 － 2.9% 2.7% △ 

5-3 朝食をほぼ毎日食べない

成人 

男性(18～29歳) 31.5% 20.7% 18.2% 
15％ 

以下 

○ 

男性(30～39歳) 22.7% 18.8% 19.6% ○ 

女性(18～29歳) 15.2% 7.1% 10.5% ◎ 

６ 間食の時間を決めている

家庭の割合の増加 

幼児(1歳 6か月児) － 62.5% 59.4% 
70%以上 

× 

(3 歳児) － 62.9% 59.2% × 
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目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

７ 家族そろって食事をとる

家庭の割合の増加 

朝食(1歳 6か月児) － 28.2% 29.6% 
30%以上 

○ 

朝食(3歳児) － 27.7% 29.7% ○ 

夕食(1歳 6か月児) － 47.4% 40.2% 
50%以上 

× 

夕食(3歳児) － 49.7% 44.5% × 

８ １日に１回以上家族と一
緒に食事をする人の割合の
増加 

総数 － 75.4% 81.2% 80%以上 ◎ 

15～19歳 － 60.0% 94.4% 70%以上 ◎ 

９ 主食・主菜・副菜をそろえ
て食べるようにしている人
の割合の増加 

男性 － 59.7% 71.5% 
70%以上 

◎ 

女性 － 63.8% 80.1% ◎ 

10 常に栄養のバランスや食事の

量を考えて食べるようにしてい

る人の割合の増加 

男性 33.1% 36.1% 37.0% 
増やす 

◎ 

女性 47.7% 49.7% 47.1% △ 

11 外食したり食品を選ぶとき栄

養成分表示を参考にしている人

の割合の増加 

男性 36.9% 36.7% 24.5% 
増やす 

× 

女性 52.3% 62.4% 37.1% × 

12 食事バランスガイドを参

考に食生活を送っている人

の割合の増加 

高校生 － 1.6% 2.7% 増やす ◎ 

男性(20歳以上) － 14.9% 15.5% 
50%以上 

△ 

女性(20歳以上) － 32.2% 27.1% × 

13 食育に関心を持っている

人の割合の増加 

高校生 － 30.1% 47.0% 増やす ◎ 

男性(20歳以上) － 66.0% 48.9% 
90%以上 

× 

女性(20歳以上) － 84.7% 70.8% × 

＜環境整備＞ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

14-1 ヘルシーたかまつ協力店のうちメニューに

栄養成分を表示している飲食店等の数の増加 
2 件 27 件 102件 増やす ◎ 

14-2 ヘルシーたかまつ協力店登録数の増加 7 件 41 件 145件 増やす ◎ 

14-3 ヘルシーたかまつ協力店で情報提供をして

いる店の増加 
7 件 39 件 140件 増やす ◎ 

15 食育を推進するボランティ

ア・団体の増加 

食生活改善推進員 － 573人 538人 増やす × 

その他 － 今後調査 2,718人 増やす ＊ 

16 保育計画に連動した食育計画を策定している

保育所の割合の増加 
－ － 100% 増やす ＊ 

17 学校給食での地産地消品の利用率の増加 － 37.2% 47.0% 40% ◎ 

18 地場農産物を利用した教室

等の開催数の増加 

地場農産物を利用

した料理教室 
－ 9 回 9 回 9 回 ◎ 

地場農産物の収穫
等の体験 

－ 年 2回 年 4回 年 2回 ◎ 

19 地場農産物が利用できる施

設の増加 

ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ － 1 店舗 8 店舗 3 店舗 ◎ 

産地直売施設 － 11 か所 14 か所 13 か所 ◎ 
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◇歯の健康 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ 自分の歯や口の状態にほぼ

満足している人の割合の増加 

男性 31.3% 28.0% 30.2% 
50%以上 

× 

女性 30.5% 32.7% 29.9% △ 

２ う歯のない幼児の割合の増加 ３歳児健診 55.8% 66.2% 76.6% 80%以上 ○ 

３ 歯間ブラシなどでていねい

に歯を磨く人の割合の増加 

男性 33.8% 27.6% 22.8% 
50%以上 

× 

女性 41.5% 37.5% 33.6% × 

４ 歯や歯ぐきの健康のために
タバコを吸わないようにして
いる人の割合の増加 

男性(18～49歳) 16.3% 22.9% 39.5% 
増やす 

◎ 

女性(18～49歳) 26.5% 30.8% 49.0% ◎ 

５ よく噛んで食べる人の割合

の増加 

男性 16.6% 16.8% 19.7% 
増やす 

◎ 

女性 25.2% 24.7% 25.1% △ 

６ 定期的に歯科健診等を受け

る人の割合の増加 

男性 9.9% 10.9% 35.9% 
20%以上 

◎ 

女性 11.1% 17.1% 44.8% ◎ 

７ 成人歯科健康診査受診率の増加 40 歳以上男女 11.1% 16.0% 13.3% 増やす ◎ 

８ 歯科健康教育・健康相談 

（40歳以上男女） 

歯科健康教育 2,192人 2,014人 4,598人 

10%増 

◎ 

歯科健康相談 318人 282人 307人 × 

健康教室 1回平均 10.6人 8.0人 5.8人 × 

９ 歯石をとってもらう人の割

合の増加 

男性 12.4% 14.4% 31.3% 
20%以上 

◎ 

女性 17.3% 23.0% 43.1％ ◎ 

10 歯肉の炎症を有する中学

生・高校生の割合の減少 

中学生 男子 25.79% 31.47% 34.49% 

減らす 

× 

    女子 18.69% 23.81% 27.57% × 

高校生 男子 10.40% 5.37% 7.74% ◎ 

    女子 6.25% 3.79% 6.27% △ 

11 80歳の歯の平均保有本数の増加 80 歳以上男女 13.6本 8.0本 13.4本 20 本以上 △ 

12 60歳で 24本以上自分の歯
を有する者の割合の増加 

(成人歯科健診
60 歳データ) 

－ 76.6% 82.8% 増やす ◎ 

13 80歳で 20本以上自分の歯
を有する者の割合の増加 

80 歳以上男女 － 19.7% 30.3% 増やす ◎ 

 

◇安全（事故の予防）・介護予防 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ 高松市における交通事故

の減少 

人口 10万人対死者数 8.1人 3.6人 4.8人 
減らす 

◎ 

負傷者数 1712.4人 2106.3人 1464.2人 ◎ 

２ 飲酒事故の発生をなくす 63 件 102件 54 件 なくす ○ 

３ 交通安全教室の開催の増加 283回 287回 424回 増やす ◎ 

４ 応急手当の実技を学ぶ機

会の増加 

普通救命講習会 68 回 99 回 122回 
増やす 

◎ 

受講者数 1,612人 2,197人 2,669人 ◎ 

５ 安全に歩行可能な高齢者
の割合の増加 

20秒以上開眼片足

立できる者の割合 
－ 61.6% 54.5% 増やす × 
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目標項目 基準値 H20年 
直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

6 転倒する高齢者の割合の減
少 

転倒経験者の割合 － 19.4% 18.1% 減らす ◎ 

 

◇たばこ 

＜たばこが原因の１つと考えられる疾病による死亡率の減少＞ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成 

状況 

1-1 がん 

年齢調整死亡率（人口 10万対） 

男性 219.1  197.9  180.0  
減らす 

◎ 

女性 105.3  93.8  99.9  ◎ 

1-2 心疾患 

 年齢調整死亡率（人口 10万対） 

男性 82.0  91.7  79.0  
減らす 

◎ 

女性 56.6  49.3  40.6 ◎ 

1-3 脳血管疾患 

 年齢調整死亡率（人口 10万対） 

男性 72.9  49.3  40.1  
減らす 

◎ 

女性 41.5  34.1  20.4 ◎ 

 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成 

状況 

２ たばこを吸う人の割合の

減少 

男性 45.6% 36.6% 26.1% 
減らす 

◎ 

女性 8.7% 10.1% 7.7% △ 

３ 未成年者の喫煙をなくす 

中学 3年生男子 3.5% 6.6% － 

なくす 

＊ 

高校 3年生男子 15.7% 11.8% － ＊ 

中学 3年生女子 3.0% 1.8% － ＊ 

高校 3年生女子 6.0% 5.0% － ＊ 

４ たばこの害に関して学ぶ

人の割合の増加 

男性 4.6% 4.8% 7.1% 
増やす 

◎ 

女性 2.9% 4.2% 6.0% ◎ 

 

◇アルコール 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ ほぼ毎日飲酒している人の

割合の減少（休肝日の必要性） 

男性 36.6% 34.0% 49.3% 
減らす 

× 

女性 9.2% 10.1% 19.2% × 

２ １日（1回）に日本酒に換
算して２合以上飲んでいる
人の割合の減少（過度な飲酒） 

男性 12.0% 10.5% 19.4% 
減らす 

× 

女性 2.1% 1.4% 7.0% × 

３ 未成年者の飲酒をなくす 

中学 3年生男子 33.5% 20.0% － 

なくす 

＊ 

中学 3年生女子 28.3% 15.5% － ＊ 

高校 3年生男子 46.7% 43.4% － ＊ 

高校 3年生女子 35.8% 39.7% － ＊ 

４ アルコールの害に関して

学ぶ人の割合の増加 

男性 3.6% 4.4% 6.0% 
増やす 

◎ 

女性 2.9% 3.8% 5.0% ◎ 
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◇生活習慣病 

＜特定健康診査＞ 

目標項目 基準値 
平成 20

年度 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

１ 特定健康診査実施率の向上（国保 40～74歳） － 38.1% 41.5% 60% ○ 

２ 特定保健指導実施率の向上（国保 40～74歳） － 6.8% 17.0% 40% ○ 

3－1 メタボリックシンドロー

ムの該当者割合の減少 

男性 － 32.0% 32.6% 減らす △ 

女性 － 12.6% 11.6% 減らす △ 

3－2 メタボリックシンドロー

ムの予備群割合の減少 

男性 － 17.1% 17.3% 減らす △ 

女性 － 7.3% 5.9% 減らす ◎ 

 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

４  骨粗しょう症の健康教

育・健康相談の参加者の増加 

集団健康教育 862人 603人 1,788 人 
10%増 

◎ 

健康相談 1,576人 1,753人 919人 × 

５  カルシウムの充足率が   

80%以上の人の割合の増加 

男性(13～49歳) － 29.8% 30.0% 
30%以上 

◎ 

女性(15～49歳) － 28.3% 20.3% × 

６ 健康診断を受診する人の割合

の増加(過去 1 年間の職場・学

校・地域・ﾄﾞｯｸ） 

男性 76.2% 80.8% 78.2% 80%以上 ○ 

女性 56.9% 72.1% 70.5% 80%以上 ○ 

＜死亡率の減少＞ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

７ がん    ＜再掲＞ 

年齢調整死亡率（人口 10万対） 

男性 219.1  197.9  180.0 
減らす 

◎ 

女性 105.3  93.8  99.9 ◎ 

８ 虚血性心疾患 

粗死亡率（人口 10 万対） 

男性 18.5  21.6  27.7 
減らす 

× 

女性 17.4  13.2  20.3 × 

９ 脳血管疾患 ＜再掲＞ 

年齢調整死亡率（人口 10万対） 

男性 72.9  49.3  40.1 
減らす 

◎ 

女性 41.5  34.1  20.4 ◎ 

10 糖尿病 

粗死亡率（人口 10 万対） 

男性 13.0  17.3  12.1 
減らす 

○ 

女性 9.3 12.1  10.8 × 

 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成 

状況 

11 がん検診の受診率の増加

（保健センター実施分） 

胃がん検診 2.8% 2.6% 5.7% 

増やす 

◎ 

大腸がん検診 5.0% 4.9% 31.8% ◎ 

肺がん検診 11.5% 9.1% 16.2% ◎ 

子宮がん検診 13.4% 14.2% 32.2% ◎ 

乳がん検診 15.8% 15.6% 29.2% ◎ 

前立腺がん検診 21.2% 26.0% 39.3% ◎ 
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目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成 

状況 

12-1 適正な体重を維持しよう

と常に実践する人の割合の増

加 

男性 32.3% 38.5% 29.0% 
増やす 

× 

女性 43.5% 47.4% 40.7% × 

12-2 成人肥満者（BMIが 25

以上）の割合の減少 

男性(40～69歳) 27.1% 31.5% 31.2% 
15%以下 

× 

女性(40～69歳) 17.7% 18.0% 14.6% ◎ 

12-3 やせ（BMI＜18.5）の人
の割合の減少 

女性(18～29歳) 20.8% 32.0% 20.0% 15%以下 △ 

12-4 肥満傾向の児童生徒の

割合の減少(村田式肥満度

判定標準値から＋20%以上

の者) 

小学生男子 11歳 14.21% 12.69% 8.75% 

減らす 

◎ 

女子 11歳 10.41% 7.52% 7.57% ◎ 

中学生男子 14歳 10.92% 10.77% 7.44% ◎ 

女子 14歳 10.69% 9.03% 7.21% ◎ 

13 メタボリックシンドロー

ムを知っている人の割合の

増加 

高校生 － 11.4% － 増やす ＊ 

男性 － 44.7% 81.9% 
80%以上 

◎ 

女性 － 49.2% 82.4% ◎ 

＜市民健康調査＞ 

目標項目 基準値 
中間 

評価時 

直近 

実績値 
目標値 

達成

状況 

14-1  胃がん検診 
男性 － 19.8% 36.6% 

増やす 
◎ 

女性 － 16.4% 25.5% ◎ 

14-2  大腸がん検診 
男性 － 14.0% 40.1% 

増やす 
◎ 

女性 － 13.2% 33.9% ◎ 

14-3  肺がん検診 
男性 － 10.3% 39.6% 

増やす 
◎ 

女性 － 7.3% 29.1% ◎ 

14-4  子宮頸がん検診 女性 － 29.3% 37.9% 増やす ◎ 

14-5  乳がん検診 女性 － 25.9% 28.3% 増やす ◎ 
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第３章 健康づくりの推進方策と目標 

＜健康づくりの体系図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方策 項 目 目  標 主な施策 

(1) 栄養・ 

食生活・食育 

(2)身体活動  

・運動 

(3)こころの 

健康・休養 

(4)飲酒 

(5)喫煙 

(6)歯と口腔の 

健康 

豊かで健全な食生活から楽

しく 輝く 毎日をつくろう 

・栄養バランスのとれた食事の実践 

・望ましい生活習慣や食習慣に関する啓発 

日常生活の中で意識して身

体を動かそう 

・日常生活における身体活動量の増加 

十分な睡眠・休養と上手な

ストレス解消法で、こころ

にゆとりを持ち、こころ豊

かな暮らしを実現しよう 

・こころの健康づくりに関する正しい知識

の普及啓発 

アルコールについて正しい

知識を学び、節度ある適度

な飲酒を心がけよう 

・節度ある適度な飲酒についての正しい知

識の普及啓発 

たばこの害から自分もみん

なも守ろう 

・たばこの害や COPDの知識の普及啓発 

・未成年者や妊婦の喫煙防止 

 
めざそう！8020（80 歳になって

も自分の歯を 20本以上残そう） 

・定期的な歯科健診の推進 

・家庭でのていねいな歯みがき習慣の啓発 

 

１

 

生

活

習

慣

の

改

善

 

(1)がん がんの予防と早期発見に努

めよう 

・検診受診率向上 

・がんの正しい知識の普及啓発 

(2)循環器疾患 循環器疾患の発症と重症化

を防ごう 

・発症予防と重症化予防の推進 

・循環器疾患の正しい知識の普及啓発 

(3)糖尿病 糖尿病の発症と重症化を防

ごう 

・発症予防と重症化予防の推進 

・糖尿病の正しい知識の普及啓発 

２ 

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防 

 

と
重
症
化
予
防
の
徹
底 

(1) 次世代の 

健康 

子どもが健やかに育ち、健

全な生活習慣を身につける

ことができるようにしよう 

・妊娠期からの健康管理の意識啓発 

・妊産婦・乳幼児健康診査の受診勧奨 

(2)青壮年期の

健康 

青壮年期世代は生活習慣病か

ら身を守り、いきいきとした

生活を送れるようにしよう 

・地域や職域と連携した健康づくりの推進 

(3)高齢者の 

健康 

高齢者がいきいき、健やか

に長寿を楽しもう 

・介護予防についての知識の普及啓発 

・介護予防の推進 

３ 

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た 

健
康
づ
く
り
の
推
進 

・コミュニティの強化 
・コンパクト・エコシティを踏まえた健康 

づくり 
４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 
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１ 生活習慣の改善 

【各目標】 

（1）栄養・食生活・食育 

豊かで健全な食生活から楽しく 輝く 毎日をつくろう 

（2）身体活動・運動 

日常生活の中で意識して身体を動かそう 

（3）こころの健康・休養 

十分な睡眠・休養と上手なストレス解消法で、 

こころにゆとりを持ち、こころ豊かな暮らしを実現しよう 

（4）飲酒 

アルコールについて正しい知識を学び、 

節度ある適度な飲酒を心がけよう 

（5）喫煙 

たばこの害から自分もみんなも守ろう 

（6）歯と口腔の健康 

めざそう！８０２０（80 歳になっても自分の歯を 20本以上残そう） 
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（1） 栄養・食生活・食育 

 
目標：豊かで健全な食生活から楽しく 輝く 毎日をつくろう 

 

＜現状＞ 

野菜の摂取量は、全国平均では、国の「健康日本 21」の策定時から変化が見られませんが、香

川県においては、「健やか香川 21ヘルスプラン」策定時からわずかに減少して、全国平均よりも

少ない状況です。食塩の平均摂取量は、全国及び香川県のいずれにおいても策定時から改善がみ

られています。 

本市における１日当たりの食塩の平均摂取量は改善がみられ、10ｇ未満になっていますが、日

本人の食事摂取基準 2010年版における目標値（男性 9ｇ、女性 7.5ｇ）に比べると、高い値です。 

また、１日当たりの野菜の平均摂取量は、第 1次計画策定時から変化がなく、目標（350ｇ以上）

に対して少ない現状です。男性や幼児における朝食を食べない人の割合は、減少して一定の成果

が得られましたが、依然として朝食を食べない人がいる状況です。また、主食・主菜・副菜をそ

ろえて食べるようにしている人の割合は増加していますが、外食をしたり、食品を選ぶとき、栄

養成分表示を参考にしている人の割合は、男性、女性ともに減少しています。 

環境整備の面では、ヘルシーたかまつ協力店（健康づくり協力店）の登録店舗数は増加してい

ます。 

食育に関心を持っている人の割合は、男女（成人）ともに減少しており、改善が見られません

でした。１日１回以上家族と一緒に食事をする人の割合は増加しており、目標を達成しています。 

また、食育を推進するボランティアである食生活改善推進員数は減少しています。 

地場農産物を利用した教室等や利用できる施設は増加しており、目標を達成しています。 
 
＜課題＞ 

・野菜の平均摂取量が少ない状況です。 

・生活習慣の基礎を形成する時期にある幼児に、朝食を食べない子どもがいるとともに、若い

世代の男性に、朝食を食べない人の割合が高い状況です。 

 

＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・朝食の大切さを理解し、毎日食べる 

・野菜料理を毎食、１皿以上食べる 

・主食・主菜・副菜をそろえて食べる 

・塩分を多く含む食品等の食べる量や頻度を 

減らす 

・自分に見合った内容や量の食事をする 

・エネルギーや食塩等の表示を確認し、食品 

等を購入する 

・1 日に 1回以上は、家族や仲間と一緒に食 

事をする 

・食育に関心をもつ 

・朝食の大切さを伝える 

・バランスのよい食事の大切さを伝える 

・食に関する相談や学習、体験ができる機会

を増やす 

・共食の大切さを伝える 

・ヘルシーたかまつ協力店を増やす 

・食に関する関係機関や団体等と連携し、食

育を推進する 
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■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

★野菜の平均摂取量の 
増加 

成人（20歳以上） 281.3g 350g 平成 35年度 350g 8 

食塩の平均摂取量の減少 成人（20歳以上） 9.3g 8g 平成 35年度 8g 8 

★朝食欠食者の減少 

男性（20～39歳） 20.7% 15%以下 平成 35年度 
15% 
以下 

1 

幼児 
（1歳 6か月児） 

5.0% 0% 平成 35年度 － 3 

幼児（3歳児） 5.9% 0% 平成 35年度 － 3 

小学生 13.4% 0% 平成 35年度 0% 4 

中学生 15.4% 0% 平成 35年度 － 4 

家族と一緒に、朝食や夕食を食べる 
（家族と同居している方のみ） 

週 7.8回 週 10回 平成 35年度 
週 10
回以上 

1 

１人で朝食を食べる者の
減少 

幼児（1歳 6か月
児・3歳児） 

7.0% 減らす 平成 35年度 － 3 

１人で夕食を食べる者の
減少 

幼児（1歳 6か月
児・3歳児） 

2.7% 減らす 平成 35年度 － 3 

主食・主菜・副菜を組み
合わせた食事が１日２回
以上の日がほぼ毎日の者
の割合の増加 

成人（20～64歳） 33.0% 80% 平成 35年度 － 1 

高齢者 
（65歳以上） 

55.4% 80% 平成 35年度 80% 1 

常に栄養のバランスや食
事の量を考えて食べるよ
うにしている者の割合の
増加 

男性(18～64歳) 24.2% 増やす 
平成 35年度 － 

1 

女性(18～64歳) 40.6% 増やす 1 

男性高齢者 
（65歳以上） 

54.0% 増やす 
平成 35年度 － 

1 

女性高齢者 
（65歳以上） 

59.7% 増やす 1 

適正体重を維持している
者の増加（ＢＭＩ18.5以
上 25未満）の減少 

男性（20～64歳） 57.4% 増やす 
平成 35年度 － 

8 

女性（20～64歳） 67.0% 増やす 8 

男性高齢者 
（65歳以上） 

68.5% 増やす 
平成 35年度 － 

1 

女性高齢者 
（65歳以上） 

71.9% 増やす 1 

食育に関心がある者の 

増加 

男性（20～64歳） 43.2% 90% 
平成 35年度 

90% 

以上 

1 

女性（20～64歳） 73.8% 90% 1 

男性高齢者 
（65歳以上） 

55.9% 増やす 
平成 35年度 

90% 

以上 

1 

女性高齢者 
（65歳以上） 

65.1% 増やす 1 

食育に関わるボランティ

ア数の増加 

食生活改善推進員 538人 600人 平成 35年度 － 6 

その他ボランティア 2,718人 3,500人 平成 35年度 － 7 

ヘルシーたかまつ協力店の増加 145店 250店 平成 35年度 － 5 

学校給食における地場産物の利用の増加 
（食材ベース） 

28.7% 35% 平成 35年度 
30% 

以上 
9 

※出典 

1 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
2 平成 23年県民健康・栄養調査（高松市分） 
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3 平成 24年度幼児食生活調査 
4 平成 24年度学習状況児童生徒質問紙調査 
5 保健センター申請数（平成 25年 3 月末現在） 
6 高松市食生活改善推進員数（平成 25年 4 月末現在） 
7 平成 24年度食育推進に関わるボランティア数調査 

  8 平成 24年国民健康・栄養調査（高松市分） 
  9 平成 25年度版高松市地産地消計画 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 野菜の平均摂取量の増加や朝食の欠食者を減らすための推進を重点的に実施します。 

取組 2 栄養バランスのとれた食事の実践及び定着化に努めます。 

取組 3 心も体も健やかに過ごすため、望ましい生活習慣や食習慣に関する啓発を行うととも 

に、自らの食生活に対する意識の向上に努めます。 

取組 4  外食や調理済み食品等の利用の機会が増加していることから、飲食店等と連携し、健 

康づくりに関する情報の提供を積極的に実施します。 

取組 5 子どもが食に関する正しい知識や望ましい食習慣を身につけるために、家庭や地域と 

連携し、学校や保育所等における食育の推進に努めます。 

取組 6 食生活改善に関する地区組織等の育成に努め、地域における食育を推進します。 

取組 7 学校給食における地場産物の利用に努めます。 

 

《用語の説明》 

・主食・主菜・副菜 
  主食：ごはん、パン、めん等の穀類を主な材料とした料理です。炭水化物を多く含み、エネルギー

のもとになります。 
主菜：魚、肉、卵、大豆を主な材料とした料理です。たんぱく質や脂質を多く含みます。 
副菜：野菜、いも、海藻等を主な材料とした料理です。いろいろなビタミン、鉄、カルシウム、

食物繊維等を多く含みます。 

・ＢＭＩ 
ボディ・マス・インデックス（Ｂody Ｍass Index）の略。「体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m）」

で算出する指数のことで、肥満度を計るための国際的な指標です。医学的に最も病気の少ない「Ｂ
ＭＩ＝22」が「標準」とされています。 

・食生活改善推進員 
「わたしたちの健康はわたしたちの手で」をスローガンに、地域で食を通した健康づくり活動の

ボランティアをしている方のことです。通称「ヘルスメイト」ともいわれています。ヘルスメイト
養成講座にて、活動に必要な知識を習得し、食生活改善推進員として活動しています。 

・食に関する関係機関や団体 
  市民のみなさんの食生活改善のために、さまざまな活動を行っている団体等。高松市医師会、高

松市歯科医師会、香川県栄養士会、高松市ＰＴＡ連絡協議会、高松市保健委員会連絡協議会、高松
市食生活改善推進協議会等があります。 

 

 

～高松市がめざす食育の推進～ 

  近年、ライフスタイルの多様化に伴い、食を大切にする意識が希薄になり、健全な食生活が

失われつつあります。その結果、食習慣の乱れに起因する肥満や生活習慣病の増加、過度の痩

身等、さまざまな問題が引き起こされているとともに、伝統的な日本の食文化や食の安全が失

われつつあります。 
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  これまでの取組により、家庭、学校、保育所等における食育の進展等、食育は着実に推進さ

れてきています。しかし、生活習慣の乱れからくる糖尿病等の生活習慣病の増加や、子どもの

朝食欠食、高齢者の栄養不足等の食をめぐる諸問題は依然と引き起こされており、それらへの

対応はむしろ増えていると考えられます。 

今後、より一層の食育を推進するために、単に周知にとどまらず、市民自らが食育推進のた

めの活動を実践することをめざし、子どもから成人、高齢者に至るまで、ライフステージに応

じた間断ない食育に取り組んでいきます。 

また、食と健康、食の安全、食を大切にする気持ち、食文化の継承等、広く食に関する問題

に取り組む必要があることから、自分や家族の問題として一人一人が食育に関心を持つことや、

地域や社会をあげて食育に取り組んでいくことを推進します。 

 

 

 

＊食育基本法（平成 17 年６月公布）では、食育とは、生きるうえでの基本であって、知育、徳育、体育の基

礎となるべきものと位置づけられています。 

 

 

コラム 

☆みんなで始めよう！    たっぷり生活！☆ 

私たちは普段、どのくらいの量の野菜を食べていると思いますか？都道府県別の成人（20

歳以上）１日当たりの野菜摂取量（国民健康・栄養調査 2006～2010 年の平均）は、香川県は

男性が全国ワースト２位（266ｇ）、女性がワースト１位（229ｇ）となっており、香川県民は

全国の中でも野菜摂取量が少ない現状です。一方、高松市民の１日当たりの平均摂取量（平成

24年国民健康・栄養調査（高松市分））は、約 280ｇです。 

生活習慣病予防のために、厚生労働省がすすめている野菜の摂取量は、１日に 350ｇ以上で

す。 
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◇野菜を食べると、こんなよいことが・・・◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標となる野菜の量を食べるために「あと 100ｇ」を目安にしてみましょう。 

 

◇100ｇの野菜はこれくらい◇ 

・トマト    約１/２個 

・玉ねぎ    約１/２個 

・にんじん   約１/２本 

 

 

   キューさん     ミニトマ兄弟    マダム・ブロッ子   
 

＊高松市内で生産された農産物で、安全性と安心感を確保するため、農薬の適正使用を行っている農 

産物を「高松産ごじまん品」と呼び、それぞれのごじまん品にキャラがあります。 

 

 

 

 

 

350ｇの野菜は、
これくらい！ 

野菜に含まれるカリ
ウムがナトリウムの
排泄を促進し、血圧
低下につながりま
す。 

食事の彩りがよ
くなります。 

よくかむことで、
脳も活性化しま
す。 

ビタミンやミネラル、
食物繊維がしっかり
とれます。食物繊維
は、食事中の脂肪の吸
収を抑制したり、便秘
を改善します。 

しっかりかんで食べることで
満腹感が得られるため、主食・
主菜の食べすぎを防ぎ、糖尿病
予防にもつながります。 

ブロッコリーだと

約 1/2個です ミニトマトだと

約 10個だよ きゅうりだと

約 1本 
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また、小皿 1皿で食べることができる野菜の量は、約 70ｇです。目標となる野菜の量（1日

に 350ｇ以上）を食べるために、1日に小皿 5皿以上を目安にしてみましょう。 

～野菜の摂取量が 350ｇ以上になるための料理例～ 

         

 

◇野菜たっぷり生活のためのヒント◇ 

 ・野菜料理を毎食、必ず１皿以上食べる 

 ・生だけでなく、煮る、茹でる、蒸す等のいろいろな調理法で食べる 

 ・汁物や麺類にも野菜をたっぷり入れて、具だくさんにする 

 ・付け合せの野菜の量を多めにする 

 ・作り置きのできる野菜料理をうまく利用する 

 ・うどん等の麺類を食べる場合にも、必ず野菜を添える 

 ・外食を利用する場合、一品料理ではなく、定食を選ぶ 

 ・外食で定食以外のものを選ぶときは、野菜を多く使っている料理を選んだり、野菜料理を

１品追加する 

 

コラム 

☆ヘルシーたかまつ協力店☆ 

「ヘルシーたかまつ協力店」とは、適切な健康に関する情報を提供するお店として登録し、

お客様の健康づくりを応援している飲食店やスーパーマーケット等のことです。 

中でも、エネルギーをとり過ぎたくない方や、野菜をたっぷり食べたい方にも安心して食べ

られるようなランチメニューを提供しているお店を、「三つ星ヘルシーランチ店」として登録

しています。 

「ヘルシーたかまつ協力店」が、あなたの外食生活をサポートしています。ぜひ、利用して

みてください。 

 

 このマーク！これが「ヘルシーたかまつ協力店」と「三つ星ヘルシーランチ店」の目印です。 
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（2） 身体活動・運動 

 

目標：日常生活の中で意識して身体を動かそう 
 

＜現状＞ 

「定期的に運動をしていない人の割合の減少」について、国と香川県の類似項目と比較すると

男女共によい状況ですが、「日常生活における歩数の増加」は国や香川県とほぼ似た状況にあり

ます。 

一次計画策定時と比べると、「常に意識して身体を動かしたり、運動をする人の割合の増加」

（図 1）と「定期的に運動をしていない人の割合の減少」(図 2)について、男性は改善されました

が、女性は改善が見られませんでした。日常生活における平均歩数の増加を見ると、全体的には

改善されているものの、＋1,000 歩の目標が達成できたのは、20歳以上の女性と 70歳以上の男性

だけでした(図 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

・子育て世代・働き盛りの世代において、運動を行なっていない状況です。 

・歩数は全体に増加しているが、20歳以上の女性と 70歳以上の男性以外は、＋1,000 歩の目標 

が達成できていない状況です。 

・女性は、「常に意識して身体を動かしたり、運動をする人の割合の増加」と「定期的に運動

をしていない人の割合の減少」については改善していません。 

 
＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・日常生活の中で「ながら運動」、「ついでに 

運動」を増やす 

・日常生活の中で意識して歩く歩数を増やす 

・スポーツ、ウォーキングなど趣味を通じて、

楽しく身体を動かす機会を持つ 

・ロコモティブシンドロームの予防に努める 

・防災訓練や清掃活動等、身体活動を伴う地域 

の行事に参加し、知らん間に身体を動かす 

・周りの人と一緒に身体を動かす機会を作る、

増やす 

・健康づくりのためのボランティアを育成する 

・身体活動、運動に関する情報を提供する 

・運動目的ではないが、身体活動を伴う地域

活動（防災訓練や清掃活動等）やイベント

を実施し、知らん間に身体を動かす機会を

増やす 

《図 1常に意識して体を動かしたり、 
運動をする人の割合の増加》) 

《図 2定期的に運動をしていない 
人の割合の減少》 

《図 3日常生活における 
平均歩数の増加》 
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■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

★日常生活の中で意
識して身体を動かし
ている人の割合の増
加 

男性 35.6% 
10%増加 平成 35年度 － 1 

女性 27.7% 

定期的に運動をして
いない人の割合の減
少 

男性（30歳～49歳） 58.3% 
20%減少 平成 35年度 － 1 

女性（30歳～49歳） 75.0% 

★日常生活における

平均的な歩数の増加 

男性（20歳～69歳） 7,315歩 

＋1,000歩

以上 
平成 35年度 

9,000歩 

2 

＊ 

女性（20歳～69歳） 7,129歩 8,500歩 

男性(70 歳以上) 5,586歩 7,000歩 

女性(70 歳以上) 4,716歩 6,000歩 

のびのび元気体操の 

年間実施の増加 

実施回数 824回 2,000回 
平成 35年度 － 3 

参加人数 15,264人 30,000人 

ロコモティブシンドロームの認知率の向上 20.8% 80% 平成 35年度 80% 1 

※出典 

1 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
2 平成 24年県民健康・栄養調査（高松市分） 
3 平成 24年度高松市保健センター事業実績 
＊平均歩数の目標値を高松市は 70歳未満・以上，国は 65 歳以上・未満で分けています。 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 身体活動を増やすことの方法、効果について、正しい知識の普及啓発を行います。 

取組 2 身体活動の増加につながるイベントや施設についての情報提供を行います。 

取組 3 運動を行う余裕のない子育て世代、働き盛り世代を中心に、その重要性を啓発すると

ともに、日常生活の中で身体活動量を増やすために、地域や職場を通じて支援します。 

取組 4 公共交通機関の利用の啓発などを通じて、身体活動量の増加をめざします。 

取組 5 身体活動の増加につながる事業を実施します。 

取組 6 地域で活動する、健康づくりのためのボランティアを育成します。 

《用語の説明》 

・のびのび元気体操 
  高松市が高齢者の健康づくり（介護予防）のために作成したオリジナル体操。音楽に合わせて行

なう５分ほどの体操で、会場や体操を行う方の体力に合わせて行なえるように「イス編」、「立位編」、
「床編」の３種類があります。体操のＤＶＤにはセルフマッサージ、ストレッチも同時に収録され
ており、市内の保健センターや図書館などで貸し出しを行なっています。普及のために「のびのび
元気体操認定指導者」の育成も行なっています。 

・ロコモティブシンドローム 
骨や関節、筋肉などの働きが衰える「運動器の障害」によって「立つ」「歩く」など移動能力が低

下した状態のことです。進行すると日常生活に支障をきたし、要介護や寝たきりの状態になってし
まうこともあります。運動器の障害による関節の痛みは、50 歳代から増え始めるので、早めの対
策が必要です。 

・ながら運動、ついでに運動 
運動が主な目的ではないけれど、「何かをしながら」、「何かをするついでに」運動を意識して行な

うことを「ながら運動」、「ついでに運動」と言います。 
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・知らん間に運動 
「知らん間に」とは高松の方言で「いつの間にか」という意味です。意識はしていないけど、結

果として身体を動かしていたことを「知らん間に運動」と言います。 

 

 

 

コラム 

 

◇ 歩数計を使ってみましょう 

～毎日プラス 1,000歩、 

 約 10 分多く歩くことを意識しましょう～ 

歩くことは健康によいことで、国民健康づくり運動「健康日本 21」でも年代・性別ごとに、1

日あたりの歩数を目標値として定めています。国民健康・栄養調査の平成 18～22年では 1日あた

りの全ての年代の平均歩数は男性 7,225歩、女性 6,287歩ですが、香川県は全国平均より歩数が

少なく、男性は 6,695 歩で 37位、女性は 5,790歩で 39位です。歩数が少ないと生活習慣病発症

のリスクや将来の要介護リスクが高まります。 

 自分ではよく歩いていると思っていても、実際にはそれほど歩いておらず、1日に 3,000～ 

4,000 歩ということもあります。歩数計で自分の 1 日の歩数を確認し、現在より 1 日 1,000 歩、

約 10分多く歩くことを意識しましょう。 
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（3） こころの健康・休養 

 
目標：十分な睡眠・休養と上手なストレス解消法で、 

        こころにゆとりを持ち、こころ豊かな暮らしを実現しよう 
 

＜現状＞ 

国や香川県において、ストレスを感じた人の割合は国、香川県とも減少しておらず、睡眠や休

養がとれていない人の割合は、国では減少していました。本市の調査結果から十分な休養がとれ

ている人の割合や、こころの健康について学ぶ人の割合は増加しています。外出する機会を持つ

ようにしている人の割合は現状維持となっており、趣味や楽しみを持って生活している人の割合

やストレスを感じた人の割合、また十分な睡眠がとれていない人の減少については改善がみられ

ませんでした。また、平成 24年度実施の「こころの健康づくりに関する意識調査」の結果から、

日常生活で「規則正しい食事」「適度な運動」「十分な休養・睡眠」「趣味・娯楽を楽しむ」が

できていない割合の高い性別及び年代は、40歳代男性と 20～30歳代女性でした。 

《図 1 最近１か月にストレスを感じましたか》 《図 2 あなたはストレスを感じたときにどうしていますか》 

     

《図 3 睡眠による休養は十分とれていますか》   《図 4 １日の平均睡眠時間はどれぐらいですか》  

    

 

＜課題＞ 

・十分な睡眠がとれていない人の割合は改善されていません。 

・趣味や楽しみを持って生活している人の割合は増加していません。 

・ストレスを感じている人の割合が減少していません。 

・「こころの健康づくりに関する意識調査」から、40歳代男性と 20～30歳代女性で、「規則

正しい食事」「適度な運動」「十分な休養」「趣味・娯楽を楽しむ」ができていない割合が

高くなっています。 
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＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・自分に合ったストレス解消方法を知って実

践する 

・辛い事、悲しい事、悩み事は一人で抱えず、

誰かに話す 

・健康的な睡眠に関する知識を得て、十分な睡

眠がとれる環境を整える 

・地域における生涯学習（ウォーキング・世代

間交流・文化的な活動等）を通した余暇活動

や生きがいづくりを実践する 

・こころの健康づくりのための教室や催しに、

参加する 

・生きがいや楽しみを見つける場の確保と情報

提供 

・家庭・地域・学校・職場で「あいさつ」から

始め、気軽に声をかけあえる環境をつくる 

・地域や職場でメンタルヘルスについて学ぶ機

会を設け、よりよい環境づくりを実践する 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

趣味や楽しみを持って生活し

ている人の割合 

男性 80.4% 
85%以上 平成 35年度 － 1 

女性 80.7% 

最近１か月間にストレスを感
じた人の割合の減少 

男性 67.9% 60%以下 
平成 35年度 － 1 

女性 80.8% 70%以下 

★十分な休養・睡眠が取れて
いる人の割合の増加 
（20歳以上） 

男性 70.1% 
85%以上 平成 35年度 

85% 

以上 
2 

女性 75.3% 

適度な運動をする人の割合の

増加（20歳以上） 

男性 37.1% 40%以上 
平成 35年度 － 2 

女性 32.0% 35%以上 

規則正しい食生活ができてい

る人の割合の増加（20歳以上） 

男性 78.1% 80%以上 
平成 35年度 － 2 

女性 84.2% 85%以上 

毎日 6 時間の睡眠がとれない

人の割合の減少 

男性 17.5% 
15%以下 平成 35年度 － 1 

女性 23.5% 

自分の健康をよりよくするこ
とを普段から実践している人
の割合の増加 

男性 63.1% 
70%以上 平成 35年度 － 1 

女性 60.5% 

★こころの健康について学ぶ

人の割合の増加 

男性 5.7% 
10%以上 平成 35年度 － 1 

女性 8.0% 

自殺者数の減少 

総数 101人   22,000
人以下 

3 人口 

10万

対 

男性 34.9 減らす 平成 35年度 
自殺総合

対策大綱

の見直し

を踏まえ

て設定 
女性 13.1   

※出典 

1 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
2 平成 24年度こころの健康づくりに関する意識調査 
3 平成 23年香川県保健統計指標 
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＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 こころの病気（うつ病・統合失調症・アルコール依存症・不安障害等）や、睡眠及び 

休養についての健康教育、また、同じ病気を抱える人の当事者セミナー及び家族のた

めの家族教室を充実します。 

取組 2 こころの健康づくりとして、地域や職域において「こころのゆとりを持ち、こころ豊 

かな暮らし（ストレス・睡眠・休養・生きがいや楽しみなど）」を市民とともに考え

る機会を設けます。 

取組 3 こころの健康相談で本人や家族からの相談に幅広く対応します。 

取組 4 市民のこころの健康づくりのために、関係機関（地域・職域・学校・専門機関など） 

との連携を図ります。 

 

《用語の説明》 

・こころの健康相談 
こころの病気について不安に思っていることなどを電話や来所で相談を受けます。相談窓口とし

て保健センターなどがあります。 

・当事者セミナー 
精神障害者自身が社会生活に適応・自立するために、当事者同士が集い、社会生活に関する         

知識・技術を学ぶ場を提供し、社会生活の質の向上を促すためのセミナーです。 

 

コラム 

 

睡眠 ～質のよい眠りで、心とからだに休養を～ 

★快適な睡眠のための 7 か条★  

①快適な睡眠でいきいき健康生活 

  睡眠に問題があると、高血圧、心臓病、脳卒中など生活習慣病のリスクが上昇します。 

快適な睡眠をもたらす生活習慣を！ 

②睡眠は人それぞれ、日中元気が快適な睡眠のバロメーター 

  自分に合った睡眠時間があり、8時間にこだわらない。 

③快適な睡眠は、自ら創り出す 

  就寝前のアルコールやカフェイン入りの飲み物は控えましょう。 

  不快な音や光を防ぐ環境づくり、自分に合った寝具の工夫をしましょう。 

④眠る前に自分なりのリラックス法、眠ろうとする意気込みが頭をさえさせる 

  軽い読書、音楽、香り、ストレッチなどリラックス。自然に眠くなってから寝床につく。 

  ぬるめ（38～40 度のお湯）の入浴で寝付き良く。 

⑤目が覚めたら日光を取り入れて、体内時計をスイッチオン 

 同じ時刻に毎日起床して、朝目覚めたら日光を浴びて、からだのリズムを整えましょう。 

⑥午後の眠気をやり過ごす 

 昼寝をするなら午後 3時前の 20～30分。 

⑦睡眠障害は、専門家に相談 

寝付けない、熟睡感がない、日中眠気が強いときは要注意。 

（厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針」より 
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～高松市の自殺対策～ 

 

＜現状＞ 

 高松市の自殺者数は平成 21年 83人、22年 97人、23年 101人（厚生労働省人口動態統計）と

推移しており、自殺対策の更なる強化が求められています。 

 また、平成 24 年度実施の「こころの健康づくりに関する意識調査」では、抑うつ傾向が高い人

の割合が高かった項目として、「一人暮らし」「離婚」「近所づきあい（信頼・助け合い・挨拶

等）が少ない人」でした。その他、「死にたい」と考えた時の年齢とその理由は、10歳未満と 15

～40 歳代で「家族の不和」、10～14 歳では「いじめ」、60～70 歳代では「自分の身体・病気の

悩み」でした。「自殺への関心」については約 50％の関心度で、「死にたいと打ち明けられた時

の対応」で最も多かったのは、「ひたすら耳を傾ける」でした。 

 

＜課題＞ 

 今後は「自殺予防」や「こころの健康づくり」対策に取り組み、一人ひとりの豊かな暮らしの

あり方や、家庭や学校、職場環境、地域とのつながりについて身近なところから振り返り、ここ

ろの健康がよりよい状態であるための方策と実践を検討していく必要があります。 

 

＜推進施策＞ 

 こころの健康・休養の取組を自殺対策としても実施していきます。 

 

コラム 

 

大切な人の悩みに、気づいてください。誰でもゲートキーパーになれます。 

 

ゲートキーパーとは：悩んでいる人に気づき、声をかけ、話をして、必要な支援につなげ、 

見守る人のことです。 

 

 

あなたの大切な人の様子が“いつもと違う”とき・・ 

気づき 家族や仲間の変化に気づいて声をかける。「どうしたの？」「最近眠れてる？」 

 

傾 聴 本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。「大変でしたね。」「よく我慢してきたね。」 

 

つなぎ 早めに専門家に相談するようすすめる。解決に向けた相談窓口があることを伝える。 

 

見守り 温かく寄り添いながら見守る。 常に相手に関心をもって、温かく見守りましょう。 

 

 

 

40 



（4） 飲  酒 

 

目標：アルコールについて正しい知識を学び、 
節度ある適度な飲酒を心がけよう 

 

＜現状＞ 

国の「健康日本 21」の評価では、多量飲酒の人は減少しておらず、「節度ある適度な飲酒」に

ついての知識普及も不十分でした。香川県の現状は、飲酒習慣のある人については前回より増加

し、男女とも若い世代ほど適正飲酒量についての知識がありませんでした。 

 本市をみると、現在アルコールを飲んでいる人は 53.0％（図 1）と約半数おり、このうちほぼ

毎日飲酒している人が 36.2％（図 2）と 3人に 1人を占めていました。1日の飲酒量については 1

合未満の人は約 6 割弱であり、2 合以上飲んでいる人は 14.0％を占めていました（図 3）。適正

な飲酒量（1日 1合程度）を知っている人は、約 6割程度でした（図 4）。 

 

 

 

   

また、飲酒習慣を持つ人は男女とも増え、男性は約 2人に 1人がほぼ毎日飲酒している現状で、

女性も約 2 倍に増えています。1 日の飲酒量については 2 合以上飲んでいる人の割合は増加し、

改善は見られませんでした。しかし、アルコールの害に関して学ぶ人の割合は増えています。 

妊娠中の飲酒については、1.0％の人が「アルコール類を飲む」と答えており、妊娠中にも飲 

酒をしている現状です。 

 

＜課題＞ 

・男女ともに、飲酒習慣を持つ人が増加しています。 

・1 日の飲酒量が 2合以上の人が増加しています。 

・妊娠中に飲酒する人が、1.0％います。 

 

 

《図 1 あなたはアルコールを飲みますか》 《図 2 アルコールを飲む回数（現在の飲酒者のみ）》 

《図 3 1日(１回)の飲酒量について》 《図 4 適正な飲酒量の知識(1日 1合程度)》 
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＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・飲酒について（アルコール）の正しい知識を

学ぶ 

・お酒は適量を飲み（1日あたり、男性で日本

酒１合（ビール 500ml）、女性はその半分）、

１週間のうち 2日は休肝日にする 

・未成年者は飲酒しない 

・飲酒運転はしない 

・妊娠中・授乳中は飲酒しない 

・アルコール問題で困ったときには相談する 

・人にお酒を無理に勧めない 

・飲酒運転をさせない 

・小・中・高校での飲酒防止教育を実施する 

・飲酒について学習する機会を設ける 

・アルコール関連問題の相談先等の情報を提

供する 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

★ほぼ毎日飲酒している人の割

合の減少 

男性 49.3% 
減らす 平成 35年度 

－ 
1 

女性 19.2% － 

1日（1回）に日本酒に換算して
2 合以上飲んでいる人の割合の
減少 

男性 19.4% 13% 
平成 35年度 

13% 
1 

女性 7.0% 6.4% 6.4% 

アルコールの害について学ぶ人

の割合の増加 

男性 6.0% 
増やす 平成 35年度 

－ 
1 

女性 5.0% － 

★妊娠中の飲酒をなくす 女性 1.0% 0% 平成 35年度 0% 2 

※出典 

1 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
2 平成 24年高松市妊娠届出書アンケート 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

《用語の説明》 

・アルコール関連問題 
  飲酒によるアルコール依存症や肝臓障害など健康被害ばかりでなく、家庭不和、職場の作業能率

の低下、交通事故、犯罪などの社会問題も含めたものです。 

取組 1 節度ある適度な飲酒についての出前講座（地域・職域）や広報等による正しい知識の普 

及を行います。 

取組 2 ライフステージに合わせて、アルコールについての正しい知識の啓発を行います。 

取組 3 アルコールに関連した疾患を通して、アルコール問題について考えるセミナーを開催し 

ます。 

取組 4 こころの健康相談でアルコール関連の個別相談に対応します。 

取組 5 アルコール問題を抱える家族の支援を行います。 

取組 6 アルコール依存症及び家族に、アルコールについて取り組んでいる自助グループの紹 

介を行い、断酒の継続を促します。 
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コラム 

 

◆「適度な飲酒（適正飲酒）」とは何か 

 まず、下記の場合にはお酒を飲むことが法律で禁じられています。 

（1）未成年者・・・心身の発達を害することがあるため（未成年者飲酒禁止法） 

（2）飲酒運転・・・運動機能が低下するため（道路交通法） 

 

 

また、集団で強制的に「イッキ飲み」をさせる「イッキ飲ませ」は、急性アルコール中毒を起

こさせ、最悪のときには「死」という結果を招くこともある危険な行為です。こうなると、「イッ

キ飲み」を強要した人は刑法上の犯罪として処罰されることがあります。 

 

◆ 適正飲酒の 10か条 

「正しいお酒の飲み方」＝「適正飲酒」とはどのようなことでしょうか。それをわかりやすく簡

潔に整理したものが「適正飲酒の 10 か条」です。 

 

1． 談笑し 楽しく飲むのが基本です 

2． 食べながら 適量範囲でゆっくりと 

3． 強い酒 薄めて飲むのがオススメです 

4． つくろうよ 週に二日は休肝日 

5． やめようよ きりなく長い飲み続け 

6． 許さない 他人（ひと）への無理強い・イッキ飲み 

7． アルコール 薬と一緒は危険です 

8． 飲まないで 妊娠中と授乳期は 

9． 飲酒後の運動・入浴 要注意 

10． 肝臓など 定期検査を忘れずに 

 

お酒を飲むときは、この「適正飲酒の 10か条」を実践することが肝要です。適量を適正な方法

で飲めば、医学的にも健康にもよいといわれています。 

 

（公益社団法人 アルコール健康医学協会ホームページより） 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的に 

検査しましょう！ 

プラス 
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（5） 喫  煙 

 

目標：たばこの害から自分もみんなも守ろう 
 

＜現状＞ 

成人の喫煙率は平成 23 年は全国では男性が 33.7％で、経年的にみて低下傾向ですが、諸外国

に比べて高率です。女性は 10.6％と横ばいで、諸外国と比べ低率です。また、香川県では、男性

が 30.6％、女性が 6.9％で全国平均よりもやや低くなっています。 

本市においてたばこを吸う人の割合は、男性が 26.1％、女性が 7.7％で県平均並で、男女とも

に減少しています(図 1)。たばこが原因の１つと考えられる疾病（がん、心疾患、脳血管疾患）

の死亡率は、男女ともに減少しています。ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)について知っている人は

聞いたことがある人と合わせて男性 31.2％、女性 37.1％で、徐々に認知度が向上してきていると

考えられますが、まだ低い現状です(図 2)。受動喫煙防止対策状況では、市有施設の 90.9％で敷

地内禁煙または建物内禁煙が実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題＞ 

・男女ともに喫煙率は減少しているが、諸外国に比べてまだ高い状況です 

・たばこの害やＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）に関する知識の認知度が低い状況です 

・たばこの害がより大きい未成年者、妊娠中や授乳中の方の喫煙が 0％でない状況です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《図 2 ＣＯＰＤという言葉や意味を知っていますか》 《図 1 たばこを吸う人の割合》 
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＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・禁煙を心がける 

・未成年者はたばこを吸わない 

・妊娠の可能性のある女性、妊娠中・授乳中 

の人はたばこを吸わない 

・ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)の危険性につ 

いての知識を持つ 

・喫煙や受動喫煙ががんに及ぼす害について 

知識を持つ 

・受動喫煙による周囲への悪影響を知り、分 

煙を実行する 

・たばこががん、循環器疾患、糖尿病等に及 

ぼす害についての正しい知識を普及啓発す

る 

・未成年者の前で喫煙する姿や習慣を見せな 

い 

・家庭でたばこの害について話し合う 

・小中高校で喫煙防止教育を実施する 

・公共施設や職場などにおける受動喫煙防止 

対策を推進する 

・禁煙希望者への支援体制を充実させる 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

がんによる年齢調整死亡

率の減少 
(人口 10万対） 

男性 180.0  144.0 
平成 35年度 － 1 

女性 99.9  79.9 

虚血性心疾患による年齢

調整死亡率の減少 
(人口 10万対） 

男性 39.5 29.1 
平成 35年度 

31.8 
2 

女性 11.8 11.6 13.7 

脳血管疾患による年齢調

整死亡率の減少 
(人口 10万対） 

男性 40.1 38.6 
平成 35年度 

41.6 
1 

女性 20.4 現状維持 24.7 

★たばこを吸う人の割合

の減少 
(喫煙をやめたい人がやめる) 

男性 26.1% 20.9% 
平成 35年度 12% 3 

女性 7.7% 5.6% 

たばこの害に関して学ぶ

人の割合の増加 

男性 7.1% 
30% 平成 35年度 － 3 

女性 6.0% 

禁煙・分煙認定施設数の増加 
市内施設 

  411 
増やす 平成 35年度 － 4 

市有施設の完全分煙・禁煙の実施  90.9% 100% 平成 35年度 － 5 

★妊娠中の喫煙をなくす 3.0% 0% 平成 35年度 0% 6 

ＣＯＰＤの認知度の向上 
男性 31.2% 

80% 平成 35年度 80% 3 
女性 37.1% 

※出典 

1 平成 22年度香川県保健統計年報 
2  平成 22年人口動態統計から 
3 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
4 香川県禁煙分煙施設認定制度 
5 平成 25年度受動喫煙防止対策に係る調査（平成 25 年 5月 1日現在） 
6 平成 24年高松市妊娠届時アンケート 
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医療機関の禁煙外来で禁煙補助薬を用いて、より効果的に楽に禁煙治療を受けるこ

とができます。治療には健康保険等が適用できます。(適用の要件があります) 

禁煙補助薬には貼り薬と飲み薬があり、医師から処方されます。 

また、薬局・薬店で購入できるニコチンガムの禁煙補助薬もあり、禁煙の相談がで

きる場合があります。 

これまで禁煙が難しかった方も、上手に利用してぜひチャレンジしてみてください。 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 たばこの害やＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)に関する健康教育や健康相談を実施します。 

取組 2 受動喫煙防止対策の知識を普及啓発します。(広報、ホームページ等) 

取組 3 未成年者や妊娠中、授乳中の女性への禁煙の啓発をします。 

取組 4 事業所等に対する受動喫煙防止対策を推進します。 

 

《用語の説明》 

・ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患) 
たばこが原因で肺に炎症が起こり、空気の通り道である気道が狭くなり、空気の出し入れが難し

くなり、息がしにくくなる病気です。 

・健康増進法第 25条 
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店

その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止
するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とされています。 

 

 

コラム 

 ◆ その咳・・・ＣＯＰＤかもしれませんよ？   

 

ＣＯＰＤ(慢性閉塞性肺疾患)は、有毒な粒子やガス（主にたばこの煙）の吸入による進行性の

疾患であり、坂道歩行や階段昇降などの身体を動かしたときに息切れを感じる労作性呼吸困難や、

慢性の咳・痰などの症状があります。また、循環器疾患などを伴う全身性の疾患でもあります。

喫煙歴があって、咳、痰、労作性呼吸困難がある中高年者はＣＯＰＤが疑われます。 

主な原因は、たばこの煙であることが多く、禁煙や受動喫煙防止などにより予防が可能です。

診断には呼吸機能検査やＣＴ・Ｘ線検査を用います。早期に発見、治療をすることで、罹患する

リスクと疾患になった後の負担を大幅に軽減することが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

禁煙にチャレンジ！ 
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コラム 

 

 

◆ 受動喫煙防止対策に取り組みましょう！   

 

受動喫煙とは、室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることで、

健康に悪影響を及ぼします。健康増進法において、施設を管理する者は受動喫煙を防止するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。また厚生労働省健康局長通知

でも、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきとされてい

ます。施設の管理者の皆さんはご協力をお願いします。 

対策として、香川県では禁煙・分煙施設認定制度があり、実際に 411施設（平成 25年 5月 1 日

現在）が県の認定を受けています。また、国の各種支援制度として、受動喫煙防止対策助成金制

度や相談支援業務、職場内環境測定支援業務等があります。(詳しくは厚生労働省ホームページ参

照)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の管理者

の皆さんは、 

ご協力を！ 
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（6） 歯と口腔の健康 

 

目標：めざそう！８０２０（80歳になっても自分の歯を 20本以上残そう） 

 

＜現状＞ 

歯や口腔の健康は全身の健康と深く関わっており、健康で長生きするために、歯と口腔の健康

の保持・増進が大切です。平成 21年度香川県「歯の健康と医療費に関する実態調査」においても

歯科健診を受けている人は受けていない人と比べて、全身にかかる医科の医療費が一年間に約 10

万円少ないという結果が出ています（図１）。歯と口腔の健康を保ち、バランスのよい食事を自分

の歯でよくかんで食べることは、生活習慣病やメタボリックシンドロームを予防し、健やかで質

の高い生活につながります。毎日の家庭でのセルフケアとかかりつけ歯科医院での定期健診で、

歯の喪失の主要な原因であるむし歯と歯周病の予防が重要です。 

香川県の現状では、デンタルフロスや歯間ブラシを使用している人の割合の増加は目標に達し

ておらず、平成 24 年度に実施した高松市民の健康づくりに関する健康意識調査においても、歯み

がきをしている人は 9割をこえていますが、歯間ブラシなどでていねいに歯をみがく人は 3割弱

で目標値に達しておりません。しかしながら、歯石をとってもらう人の割合は 38.3％と目標を達

成しました。 

また、痛みなどの症状が出たら歯科受診をする人は約 5割であり、フッ素など歯によいことを

取り入れている人は 2割弱に留まっています（図 2）。自分の歯や口の状態に満足している人の割

合は約 3割と目標値の 50％に達していない状況です（図 3）。 

 

《図 1歯科健診と医科診療費》    《図 2ふだん歯や歯ぐきの健康のためにどのようなことをしていますか》 
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41.2%
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19.8%
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この１年間に歯の健診を受けた

歯石をとってもらう

痛みなど症状が出たら歯科受診する

歯間ブラシでていねいに歯をみがく

よくかんで食べる

フッ素など歯によいことを取り入れている

（歯のために）たばこを吸わない

その他（歯の健康の方法）

特に歯の健康で取り組んでいることはない

                         

《図 3歯や口の状態についての満足度》 
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＜課題＞ 

・自分の歯や口の状態に満足している人の割合が増加していません。 

・歯間ブラシなどでていねいに歯をみがく人の割合が増加していません。 

・よくかんで食べる人の割合が増加していません。 

 

 

 

 

＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・正しい歯みがき習慣を身につける 

・自分の口の中の健康に関心をもち、歯や歯ぐ

きのチェックを習慣化する 

・なんでも相談できるかかりつけ歯科医をもつ 

・ゆっくりとよくかんで食事をする 

・各ライフステージに応じた歯科口腔保健の

知識の普及啓発を図る 

・歯の健康について、気軽に相談できる場と

機会を増やす 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

★自分の歯や口の状

態にほぼ満足してい

る人の割合の増加 

男性 30.2% 
50%以上 平成 35年度 ― 1 

女性 29.9% 

う歯のない幼児の割
合の増加 

3歳児健診 76.7% 90%以上 平成 35年度 90% 3 

★歯間ブラシなどで

ていねいに歯をみが

く人の割合の増加 

男性 22.8% 
50%以上 平成 35年度 ― 1 

女性 33.6% 

よくかんで食べる人

の割合の増加 

男性 19.7% 
50%以上 平成 35年度 ― 1 

女性 25.1% 

成人歯科健康診査受

診率の増加 

40歳以上の
対象となる
男女 

13.3% 20%以上 平成 35年度 ― 
 

3 

歯肉の炎症を有する

中学生の割合の減少 

男子 34.49% 27% 
平成 35年度 20% 4 

女子 27.57% 20% 

60 歳で 24 本以上自
分の歯を有する者の
割合の増加 

60歳男女 82.8% 85% 平成 35年度 70% 3 

★80 歳で 20 本以上
自分の歯を有する者
の割合の増加 

80歳以上の

男女 
30.3% 50% 平成 35年度 50% 2 

※出典 

 1 平成 24 年度高松市民の健康づくりに関する調査 
 2 平成 24年度香川県「歯の健康と医療費に関する実態調査」 
 3 平成 24年度高松市保健センター事業実績 
 4 平成 24年度高松市学校保健統計 
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＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 乳幼児期の歯科健診及び健康教育において、歯科口腔保健に関する知識の普及啓発に

取り組みます。 

取組 2 定期的な歯科健診での歯周病の予防（プロフェッショナルケア）と家庭でのていねい

な歯みがき（セルフケア）で 8020が達成できるよう、健康教育・健康相談において、

歯の喪失防止の啓発や歯科保健指導の充実を図ります。 

取組 3 よくかんで楽しく安全に食べるために、高齢者の健康づくりの教室などで、高齢期で

の口腔機能の維持・向上を啓発し、8020達成者の増加に努めます。 

取組 4 広報・ホームページ・保健センター事業など、様々な機会を捉えた歯科保健の啓発に

努めます。 

取組 5 学校保健関係の研修会等での歯科保健の啓発に努めます。 

 

《用語の説明》 

・8020 運動                              
  自分の歯を 20 本以上保っていれば、ほぼなんでも食べられることから、80 歳になっても自分

の歯を 20 本以上保ち、いつまでも自分の歯でおいしく食べられるようにしようという運動です。
（8020 の前段階の目標として 60 歳で 24 本以上自分の歯を有する 6024 をめざしましょう。） 

 
・セルフケア 
  毎日の歯みがきや歯と歯ぐきの自己チェック、またよくかんで食べるなど、家庭で自分で行うこ

とです。 

・プロフェッショナルケア 
  歯科医院での定期的な歯と歯ぐきのチェックや歯石除去などの手入れ、自分にあった歯みがきの

方法などの指導を受けることです。 

・フッ素 
  動植物や食品、水等にも含まれ、歯の表面に塗布することにより歯の質を強くし、むし歯に対す

る抵抗性を高めることができるものです。 

・デンタルフロス 
  歯と歯の間を清掃するナイロン製の糸で、歯ぐきを傷つけないようにゆっくり動かせて歯の側面

の汚れをとります。 

・歯間ブラシ 
  ワイヤーに細かいナイロンの毛のついたもので、歯と歯の間の清掃に使用します。歯間にあわせ

てブラシのサイズには種類があります。 

・歯周病 
  歯の周りについた歯垢（プラーク）の中の歯周病菌が原因で歯肉に炎症を起こし、気づかないう

ちに進行して、歯を支える組織や骨を破壊し、最後には歯が抜けてしまう病気です。 
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コラム 

 

8020 を達成するためのポイント 

 

１ 歯みがき 

歯を失う原因の約 9割がむし歯と歯周病です。それを予防するのは、毎日の歯みがきです。 

 食べたら歯をみがきましょう。特に寝る前はていねいにみがきましょう。 

 歯ブラシはペンを持つように持って、力を入れずに細かく動かせてみがきましょう。 

 口の中でみがく順番を決めて、みがき残しのないようにしましょう。 

 歯間ブラシやデンタルフロスなどの補助用具をつかって、歯と歯の間の歯垢をとりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省保健指導における学習教材より 

２ 食事 

   バランスのよい食事を、しっかりかんで食べましょう。 

 いつもより５回多くかむようにしましょう。目標は一口 30回かむことです。 

 しっかりかむ習慣で、早食いを防止し満腹感が得られやすくなります。「肥満予防」そして

「メタボリックシンドロームの予防」につなげましょう。 

 ゆっくり味わうことで、薄味、少しの量で満足感が得られます。 

 

３ 定期的な歯科健診 

   痛みなどの自覚症状がなくても、少なくとも年に１度は受けましょう。 

 歯と歯ぐきのチェックを受け、むし歯や歯周病を予防しましょう。 

 定期的な健診で、残っている汚れや歯石をとってもらいましょう。 

 ていねいにみがいたつもりでも、みがき残しはあるものです。歯垢（プラーク）の染め出し

でみがけていないところを確認し、自分の口の状態にあった歯のみがき方を教わりましょう。 

歯科健診 
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２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底  

【各目標】 

（1）がん 

がんの予防と早期発見に努めよう 

（2）循環器疾患 

    循環器疾患の発症と重症化を防ごう 

（3）糖尿病 

糖尿病の発症と重症化を防ごう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



（1） が  ん 

 

目標：がんの予防と早期発見に努めよう 
 

＜現状＞ 

がんは、昭和 56年から今日までの約 30年間、日本での死因の第１位となっています（図 1）。

人口動態統計に基づく分析によると、平成 22年にがんで死亡した日本人は 35万人で、総死亡の

約 30％を占めており、日本人の 3 人に１人はがんで亡くなっています。高松市の平成 23 年にお

けるがんの死亡者数は 1,150人で、その割合は 28.0％となっています（図 2）。 
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 本市の部位別がん死亡率の推移では、10 年前から肺がんが第 1 位となっており、平成 22 年ま

では胃がんが第 2位でしたが、平成 23 年では大腸がんが第 2位となり、続いて胃がん、肝がんの

順となっています（図 3）。 

 

 

統計：香川県健康福祉総務課 

 

平成 24年に実施した高松市民の健康づくりに関する調査によると、過去 1年間のがん検診、受

診による検査の状況は、胃がん検診は 30.1％、大腸がん検診は 36.4％、肺がん検診は 33.5％（い

ずれも男女 40歳以上）、子宮がん検診（女性 20歳以上）は 37.9％、乳がん検診は 28.3％（女性

40歳以上）の人が受けていると回答しています（図 4）。 

《図 2主要死因別割合（H23）》 

 

《図 1 主要死因別死亡率の年次推移（人口 10万対）》 

《図 3 部位別がん死亡率の推移（人口 10万対）》 
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《図 4 部位別がん検診受診状況》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が実施しているがん検診は、胃がんと肺がんは集団検診、大腸がんと前立腺がんは医療機

関での個別検診、子宮頸がんと乳がんは医療機関での個別検診と集団検診の併用検診を実施して

います。集団検診は各地区のコミュニティセンター等を拠点に、胃がん検診は約 120か所、肺が

んは約 200か所、子宮頸がんと乳がん検診は約 10か所で実施しています。大腸がんと前立腺がん

は国保の特定健診と同時実施しており、市内医療機関約 240か所に委託して実施しています。子

宮頸がんの個別検診については、約 30か所、乳がんの個別検診については、約 15か所の市内医

療機関に委託して実施しています。 

また、受診率向上の取り組みとして、広報やホームページ、地区組織を通じての検診案内の他、

平成 24年度からは胃がん検診や肺がん検診対象者を含む、すべての対象者に個別通知を実施し、

検診の機会の周知を図っています。 

本市で実施しているがん検診の平成 24年度の受診率は、胃がん約 5.7％、肺がん 16.2％、大腸

がん 31.8％、子宮頸がん 32.3％、乳がん 29.2％、前立腺がん 39.3％となっています。平成 22

年、平成 23年に比較すると、乳がんを除きすべてのがんにおいて受診率はわずかずつ増加傾向に

なっています。（図 5） 

 

《図 5 高松市各種がん検診受診率》 
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＜課題＞ 

・がんは 30年間、死亡原因の第 1位になっており主要死因の 3割を占めています。  

・がんの部位別では、肺がんの死亡率が 10年間第 1位を続けていること、大腸がんが増加して 

いることが特徴的です。 

・市民の約 3割はがん検診を何らかの形で受けていますが、50％には達成していません。 

 

＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・年 1回がん検診を受ける 

・がんに関して正しい知識を持つ 

・自覚症状があるときは、早期に医療機関を受

診する 

・がんについて学ぶ機会をつくる 

・地域や職域で検診についての情報共有を図

り、受診しやすい環境づくりを行う 

・保健委員会等地区組織から、健康診断の受

診勧奨や声かけをする 

  

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

75 歳未満のがんの年齢調整

死亡率の減少（人口 10万対） 

男性 93.7 75.0 
平成 30年度 

73.9 

（平成 27年） 
1 

女性 62.4 49.9 

★がん検

診受診率

の向上 

胃がん 
男性 36.6% 

50% 平成 30年度 当面 40% 2 
女性 25.5% 

大腸がん 
男性 40.1% 

50% 平成 30年度 当面 40% 2 
女性 33.9% 

肺がん 
男性 39.6% 

50% 平成 30年度 当面 40% 2 
女性 29.1% 

子宮頸がん 女性 37.9% 50% 平成 30年度 
50% 

（平成 28年） 
2 

乳がん 女性 28.3% 50% 平成 30年度 
50% 

（平成 28年） 
2 

＊目標年度は、国・県のがん対策推進基本計画、医療費適正化計画との整合性を図るため、平成 30 年
度の中間評価で見直すこととしています。 

※出典 

1 平成 22年香川県保健統計から算出 
2 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
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＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 喫煙対策、野菜を増やしたバランスの取れた食事、適度な身体活動などについて、適

切な情報提供を効果的に行います。 

取組 2 市民が主体的に生活習慣の改善に取り組むことができるよう、環境づくりを実施しま

す。 

取組 3 受診しやすい環境づくりや効果的な受診勧奨など、受診率向上に向けた取組を進めま

す。 

取組 4 がん検診受診率向上プロジェクト推進企業グループ等の、職域とのがん検診受診率向

上に向けた取組を実施します。 

取組 5 がんと、ウイルスや細菌感染との関係について正しい知識の普及啓発を実施し、早期

発見・早期治療につなげます。 

取組 6 地域や学校におけるがん教育の推進を図っていきます。 

 

 

コラム 

 

～平成 24年高松市がんの予防・検診に関するアンケート結果より～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学的根拠に基づくがん予防法として「がんを防ぐための新１２か条」があります。 

 アンケートでは、それぞれの項目について、どの程度実践しているのかをお聞きしました。 

 自分の生活習慣を振り返り、継続することや改善点を考慮して、ストレスのない範囲で工夫 

した日常生活を送りましょう。 

 

 

 

 

がんの予防ってどうするの？ 

がんって本当にこわい病気？ 

がんと聞くと、死の病というイメージがありますが、それ

はあくまで過去のものです。 

早期でがんが発見された人の 5 年後の生存率は、85.2％※

となっています。 

早期のがんは自覚症状がないのが特徴です。 

がんの早期発見のためには、症状がなくても定期的に検診

を受けましょう。 

(※参照：がんの統計 2010年版 財団法人がん研究振興財団) 

9 割以上の人が、がんを 

こわいと思っています。 
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(資料：がんを防ぐための新１２か条) 

 

たばこの影響は、

た く さ んの 人が

知っています。 

肝炎ウイルスやピロリ

菌、ヒトパピローマウイ

ルスなどの感染は、がん

に影響します。 

 

食生活を意識して実践して

いる人は、約半数程度です。

生活習慣の改善は、がん予

防に大きな効果がありま

す。 
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（2） 循環器疾患 

 

目標：循環器疾患の発症と重症化を防ごう 
 

＜現状＞ 

脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患は、がんと並んで日本人の主要死因の大きな一角を占め

ています。高松市においても、心疾患を原因とした死亡率は死亡数全体の 17.4％、死因の第 2位

となっており、脳血管疾患を原因とした死亡者数は死亡者数全体の 9.6％、死因の第 3 位となっ

ています。また、脳血管疾患は、40 歳～64歳で介護認定を受けた原因疾患の第 1位を占めていま

す。 

平成 24年度に実施した高松市民の健康づくりに関する調査によると、過去 1年間に受診した健

康診断について、最も多かったのが高松市からの案内があった特定健康診査(メタボ健診)や職場

の健康診断でした。また，健康診断を受けていないと答えた人は 26.2％と 4人に１人を占めてい

ました。メタボリックシンドロームについて知っている・聞いたことがある人は 94.5％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在治療中の病気として最も多かったのが高血圧で、20.6％と 5人に 1人を占めました。続い

て高脂血症 14.3％と続き、現在健康であると答えた人は 24.5％、治療をしていない人は 19.2％

でした。 

32.9% 
27.7% 

5.5% 
1.4% 

6.3% 
26.2% 

0% 20% 40% 

高松市から案内があったメタボ健診を受けた 
職場の健康診断 

職場（家族）の健康診断 
学校の健康診断 

人間ドック 
受けていない 

 

38.1% 37.4% 35.6% 36.9%
41.5%

6.8%
10.8% 12.1%

16.4% 17.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

特定健康診査 特定保健指導

 
 

 
特
定
保
健
指
導 

 
資料：国保・高齢者医療課 

《図 2 特定健康診査・特定保健指導実施率の推移》  

《図 1 過去１年間の職場・学校・地域・ドックなどの健康診断の受診状況》 

資料：平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
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《図 3 過去１年間の治療中の病気について（％）N:1,312（複数回答）》 

14.3%
20.6%

7.7%
5.7%

1.3%
1.4%

5.0%
7.5%

3.4%
2.7%

2.0%
1.9%

3.4%
2.1%

9.1%
7.8%

19.2%
24.5%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

高脂血症

高血圧

糖尿病

心臓病

脳卒中

うつ病

関節症

腰痛症

骨粗しょう症

呼吸器の病気

肝臓・胆のうの病気

腎臓病

胃・十二指腸の病気

がん（悪性新生物）

虫歯・歯周病

その他（治療中の病気）

治療はしていない

健康である

治療の有無と治療中の病気（複数回答）

 

 

特定健康診査の結果、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）該当者の割合は男性が

33.4％、女性が 12.1％、平成 20 年と比較すると男性は増加、女性は減少しています。 

    

17.1 
7.3 

16.6
6.4

16.6
5.9

17.2
5.7 

17.3
5.9 

32.0 

12.6 

32.5

12.4

33.8

12.3

33.4

12.1 

32.6

11.9 

0

10

20

30

40

50

60

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

《図4 メタボリックシンドロームの該当者・予備群》

該当者

予備軍

％

 

 

＜課題＞ 

・脳血管疾患と心疾患を含む循環器疾患の死亡率が、全体の約 25％を占めています。 

・特定健診の受診率は 41.5％で目標の 60％には達成しておらず、市民の 4人に１人は健康診断

を受診していません。 

・循環器疾患の危険因子である高血圧症が、治療中の疾患として最も多くなっています。 

 

＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・年に１回は健康診断を受ける 

・健診の必要性と方法を学ぶ 

・健診結果により必要な保健指導を受ける 

・定期的に血圧を測定し正常血圧をめざす 

・基礎疾患の適切な治療をする 

・循環器疾患について正しい知識を得る機会を

増やす 

・保健委員会等地区組織から、健康診断の受診

勧奨や声かけをする 

・健診後に指導が必要な人への相談の機会を増

やす 

資料：平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 

 

資料：国保・高齢者医療課 
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■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

脳血管疾患による年齢調整死亡率

の減少（人口 10 万対） 

男性 40.1 38.6 
平成 35年度 

41.6 
1 

女性 20.4 現状維持 24.7 

虚血性心疾患による年齢調整死亡 

率の減少（人口 10万対） 

男性 39.5 29.1 
平成 35年度 

31.8 
2 

女性 11.8 11.6 13.7 

★収縮期血圧の平均値の低下 

（40～89歳、服薬者含む） 

男性 130mmHg 現状維持 
平成 35年度 

134 
3 

女性 130mmHg 129mmHg 129 

★脂質異常症の該当者割合の減少 
（ＬＤＬコレステロール 160mg/dl
以上の該当者割合） 
（40～79歳、服薬者含む） 

男性 5.2% 現状維持 

平成 35年度 
6.2% 

3 

女性 10.1% 8.8% 8.8% 

メタボリックシンドロームの該当

者割合の減少               

男性 32.6% 24.0% 
平成 29年度 

H20 年度
から 25%
減少 
(実数) 

4 
女性 11.9% 9.5% 

メタボリックシンドロームの予備

群割合の減少                

男性 17.3% 12.8% 
平成 29年度 

H20 年度
から 25%
減少 
(実数) 

4 
女性  5.9%  5.5% 

特定健康診査の実施率の向上        

（国保：40～74 歳） 

男性 35.2% 
60% 平成 29年度 60% 4 

女性 46.9% 

特定保健指導の実施率の向上       

（国保：40～74 歳） 

男性 15.0% 
60% 平成 29年度 60% 4 

女性 19.9% 

＊メタボリックシンドローム該当者・予備群、特定健康診査・保健指導の実施率の目標年度は、第 2
期特定健康診査等実施計画の見直し時としています。 

※出典 

1 平成 22年香川県保健統計年報 
2 平成 22年人口動態統計 
3 平成 24年度特定健康診査・後期高齢者健康診査結果 
4 平成 24年度特定健康診査・特定保健指導法定報告 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 喫煙対策、野菜を増やしたバランスの取れた食事、適度な身体活動などについて、適 

切な情報提供を効果的に行います。 

取組 2 市民が主体的に生活習慣の改善に取り組むことができるよう、環境づくりを実施しま 

す。 

取組 3 特定健康診査等を受診しやすい体制づくりや効果的な受診勧奨など、受診率向上に向

けた取組を進めます。 

取組 4 特定保健指導等の事業に参加しやすい環境づくりや内容を充実させ、成果につながる

ようにします。 

取組 5 広報やホームページ等のメディアや地区組織等と連携して、疾病予防への関心を高め

るなど、健康情報を発信します。 
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コラム 

【特定健康診査・特定保健指導を活用してメタボリックシンドロームを予防・解消!！】 

 

●なぜメタボリックシンドロームは怖いの？ 

 

生活習慣病の中でも、死亡や寝たきり、重い後遺症につながりやすいのは、心臓病や脳卒中と

いった循環器疾患と、失明や腎不全などを招く糖尿病の合併症です。これらは動脈硬化が主な原

因であり、動脈硬化を急速に進行させる代表的な要因が、メタボリックシンドロームです。 

そのため特定健診では、メタボリックシンドロームの予防・解消のために、継続的な支援であ

る特定保健指導が実施されます。 

 

●メタボリックシンドローム判定基準は？   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●特定保健指導の対象者はこのように選ばれます！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                     小 動脈硬化のリスク  大 

 

特定保健指導 

 

内臓脂肪  腹囲 男性 85 ㎝以上／女性 90 ㎝以上 

の蓄積 

高血糖   空腹時血糖が 110 ㎎／dl 以上 

高血圧   収縮期血圧が 130mmHg 以上 または／かつ 

       拡張期血圧が 85mmHg 以上 

脂質異常  中性脂肪値が 150 ㎎／dl 以上 または／かつ 

HDL コレステロール値が 40 ㎎／dl 未満 

上記に加え，以下の２項目以上に該当 
Ⅲ度高血圧 

Ⅱ度高血圧 

Ⅰ度高血圧 

正常高値血圧 

正常血圧 

至適血圧 

収
縮
期(

最
大)

血
圧 

拡張期(最小)血圧     80 85 90 100 110 

(mmHg) 

（日本高血圧学会） 

特定健康診査の判定結果 

腹囲または BMI で 

肥満と判定 

＋ 

①血糖に異常 

②血圧に異常 

③脂質に異常 

④喫煙歴がある 

リスク小 

リ ス ク

 

リスク大 

動機付

け支援 

積極的

支援 

180 

160 

140 

130 

120 

 

 

特定保健指導

の対象となっ

たら積極的に

保健指導を受

けて内臓脂肪

を 減 ら し ま

しょう。 

 

●高血圧の診断基準は？ 

情

報

提

供 
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（3） 糖尿病 

 

目標：糖尿病の発症と重症化を防ごう 
 

＜現状＞ 

平成 23年の患者統計では、香川県の糖尿病受療率は人口 10万当たり 308人で、徳島県に次ぎ、

全国第 2位となっています（全国平均 185人）。また、香川県の糖尿病による死亡率は、平成 23

年の人口動態調査によると、人口 10万当たり 15.3 人で全国 7位（全国平均 11.6 人）となってい

ます。 

 糖尿病の発症を予防するためには、生活習慣病の改善が必要です。平成 23年県民健康栄養調査

では、肥満である男性は、30歳代で 4人に 1人、40歳以上で 3人に 1人となっています。 

また、早期発見には、健診を受診することが大切ですが、本市の平成 24年度の特定健康診査受

診率は 41.5％に留まっています（図 1）。 

《図 1 特定健康診査・特定保健指導実施率の推移》 

38.1% 37.4% 35.6% 36.9%
41.5%
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%
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特定健康診査 特定保健指導

 
 

国民健康保険病類統計からみた受診率の状況は、40歳代から年齢とともに高血圧、糖尿病、脳

血管疾患、がんによる受診率が高くなっています。また、歯の疾患による受診率は、どの年代で

も 20％を超えています（図 2）。 

0 
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60 
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0-5歳 6-19歳 20-39歳 40-64歳 65-69歳 70歳以上

(％) 年齢別の疾病受診状況（H24）

高血圧

歯の疾患

糖尿病

脳血管疾患

悪性新生物

精神及び行動の障害

肝疾患

結核

動脈硬化症

 
受診率：年齢区分別受診件数/被保険者数 

資料：香川県国保連合会「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

資料：国保・高齢者医療課 

《 図 2  年齢別の疾病受診状況（H24）》 
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 糖尿病の受診率は、香川県、本市ともにほぼ同様の推移です（図 3）。 
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25 
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糖尿病受診率の推移

高松市

香川県

 

受診率：受診件数/被保険者数（香川県は医師国保・建設国保を含む） 

                 資料：香川県国保連合会「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

 

 

 疾病分類別医療費の推移をみると、本市の国民健康保険の医療費は年々増加しています（図 4）。 
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呼吸器系の疾患
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その他の損傷等
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その他

 
資料：香川県国保連合会「香川県国民健康保険病類統計総合資料」 

 

＜課題＞ 

・糖尿病患者は、食生活の変化や運動する機会の減少、高齢化などに伴い年々増加しています。 

・糖尿病は症状が出現したときにはすでに病状が進行した状態となっていることもあり、糖尿

病に関連した合併症が生活の質の低下を引き起こしています。 

・新規に透析導入された患者の原因は、糖尿病性腎症によるものが増加しています。 

 

 

 

 《図 3 糖尿病受診率の推移》 

《図 4 疾病分類別医療費の推移》 (億円) 

％ 
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＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・糖尿病や合併症についての知識を持つ 

・健康診査を受けて、自分のヘモグロビン A1c

の値を知る 

・健康診査後に保健指導や栄養指導を受け、糖

尿病の発症予防に努める 

・糖尿病に関しての正しい知識を学ぶ機会を

作る 

・保健委員会や食生活推進協議会などの地区

組織活動のなかで、糖尿病予防に関する事

業に取り組む 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

ヘモグロビン A1c 値の認知度の向上  ― 80% 平成 35年度 － 1 

人工透析のレセプト分析における糖
尿病の割合の減少 

 37.22% 減らす 平成 35年度 － 2 

★血糖コントロール指標におけるコ
ントロール不良者の割合の減少 
（HbA1c が 8.4%(NGSP 値）以上の者の
割合) 

人数 283人 

減らす 平成 35年度 1.0% 3 
割合 0.9% 

★糖尿病が強く疑われる者の割合の
減少（HbA1c が 6.5%(NGSP値）以上の
者の割合) 

人数 2,462人 
減らす 平成 35年度 － 3 

割合 7.9% 

※出典 

1 今後調査予定 
2 標準的な健診・保健指導プログラム評価様式 3－7 に基づき国保連合会がデータ抽出 

（H24年 5月診療分） 
3 平成 24年度特定健康診査結果 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 糖尿病予備群の早期発見のため、健康診査の受診率の向上に取り組みます。 

取組 2 糖尿病に関しての正しい知識の啓発活動や糖尿病予防に関する事業を実施します。 

取組 3 治療中断や合併症発症の予防に向けた事業を、関係機関と協力体制の構築を図り実施 

します。 

取組 4 糖尿病による新規透析導入者の増加を防ぐ取組をします。 

 

コラム 

✿H bA1c(ヘモグロビンエーワンシー)とは✿ 

＊  血液中のブドウ糖と赤血球中のヘモグロビンが結合したものです。 

＊  血糖値が高い状態が長く続くと増加します。 

＊  採血時より１～２ヶ月間前の平均血糖値を反映する検査です。 

＊  HbA1c 値が６．5％（NGSP 値）以上の場合は，糖尿病が強く疑われます。 

※2012 年 4 月から，国際基準の NGSP 値が使われています。 
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コラム 

   60 歳以上の男性の約半数以上が糖尿病予備群 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成 23年香川県民健康・栄養調査より 

糖尿病有病者：糖尿病が強く疑われる HbA1cが 6.5％（NGSP値）以上または服薬ありの者 

糖尿病予備群：糖尿病の可能性が否定できない HbA1cが 5.9％（NGSP 値）以上 6.5％（NGSP値） 

未満の者 

 

 

 

食事後の血糖値が異常に高くなる症状を食後高血糖といいますが、空腹時血糖検査では正 

常値の人でも、食後の血糖値を調べると糖尿病だったというケースもあります。 

  特定健診での HbA1c検査の結果、糖尿病予備群又は、糖尿病が強く疑われると言われた方は、

ブドウ糖負荷試験などの精密検査を受けて「かくれ糖尿病」を早期発見しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

女性については、 

8.8％が糖尿病を有して

います。 

10.1％が糖尿病予備群

です。 

 

男性については、 

23.8％が糖尿病を有してい

ます。 

18.8％が糖尿病予備群で

す。 

60 歳以上の半数以上が 

糖尿病予備群です。 

食後高血糖に注意！ 

意外に多い市販飲料の糖分 

190cc の缶コーヒーに約 17gの糖分が入っている場合、 

1 本 3gのスティックシュガーが約 6本分も入ってる計算になります。 

約６本分も入ってます！ 

缶コーヒー（190cc） 

約 72kcal 

参考）スポーツドリンクでも、500cc に約 20gの糖分が含まれ、スティックシュガー 

（1本＝3g）約 7本分になります。 
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３ ライフステージに応じた健康づくりの推進  

【各目標】 

（1）次世代の健康 

子どもが健やかに育ち、健全な生活習慣を 

身につけることができるようにしよう 

（2）青壮年期の健康 

青壮年期世代は生活習慣病から身を守り、 

いきいきとした生活を送れるようにしよう 

（3）高齢者の健康 

高齢者がいきいき、健やかに長寿を楽しもう 
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（1） 次世代の健康 

 

目標：子どもが健やかに育ち、健全な生活習慣を 
身につけることができるようにしよう 

 

＜現状＞ 

将来を担う次世代の子ども達が、健やかでこころ豊かな生涯をおくるためには、妊娠中から健

康管理を十分にし、乳幼児期の健康増進に取り組むことが重要です。定期的に妊婦健康診査を受

診することは、早産予防や低出生体重児など産まれてくる子どもの健康を守ることにもつながり

ます。妊婦健康診査を受けやすくするために、健康診査受診料の一部を公費助成しています。 

本市では、2,500ｇ未満の低出生体重児の割合は横ばい傾向にあります。 

 

《図 1 年別妊娠届出数》                                                                             （数） 
 

  H21 H22 H23 H24 

妊娠届出数 4,232  4,078  4,160  4,081 

妊婦健診平均利用枚数 10.2 11.3 11.2 11.8 

        ＊H21.1 から妊婦健康診査受診票 14 枚交付 

《図 2 年別出生数及び低出生体重児数》                                     (人) 

                                                             Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 

出生数 4,088 3,810 3,734 3,733 

2,500ｇ未満の低体重児 377 370 319 366 

低出生体重児の割合 9.2% 9.7% 8.5% 9.8% 

 

また、子どもの成長発達を確認し、適切な助言を行う幼児健診の受診率は、平成 23年度では、

1歳 6か月児健康診査が 90％、3歳児健康診査が 83.9％ですが、全国平均の 1歳 6か月児健康診

査が 94.9％、3歳児健康診査が 91.9％と比べると低い状況が続いています。 

90.9 89.5 89.4 90.0 
89.6 

83.9 
84.5 

83.6 83.9 
83.2 

78.0

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

図3 年度別幼児健康診査受診率

1歳6か月児

3歳児

 
児童生徒の肥満の割合については、減少傾向にありますが、小学生で 8.2％、中学生で 7.3％が  

肥満傾向にあります。 
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児童生徒の 1日の運動時間は、1日の運動時間が 30分未満の生徒が、小学生では、男子 10.9％、

女子 21.2％、中学生では、男子 8.2％、女子 31.3％で、小学生男子、女子、中学生男子で全国平

均を下回り、中学生女子だけが上回っています。 

《図 4 1日の運動時間が 30分未満の児童の割合》           （％） 

 H20 H21 H22 H24 全国平均 

小学生 
11歳男子 14.0 11.4 13.4 10.9 11.9 

11歳女子 23.7 21.1 24.8 21.2 24.6 

中学生 
14歳男子 10.0 9.6 8.9 8.2 8.7 

14歳女子 30.2 30.2 33.0 31.3 29.3 

 

＜課題＞ 

・乳幼児期のよい生活習慣を形成するためには、妊娠期から健康管理をすることが重要です。 

・生涯にわたって健康な生活習慣を継続するためには、子どもの頃からよい生活習慣を形成す

ることが重要です。 

 

＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

0～5歳 

・成長発達を確認するために健康診査を受ける 

・適正体重を維持することができる 

・外遊びをしっかりする 

6～15歳 

・適正体重を維持することができる 

・1 日 30分以上運動をする 

・保育所・幼稚園・教育委員会・医師会等の

関係機関と連携を取り、健康診査の重要性

を普及啓発し、受診勧奨を行う 

・成長発達に応じた健康教育、相談事業を推

進する 

・子どもたちが、安全に遊びや運動のできる

場所や時間を確保する 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

★妊婦健康診査の受診回数の増加 11.8 回 増やす 平成 35年度 － 1 

★1 歳 6か月児健康診査の受診率の向上 89.6% 95% 平成 35年度 － 1 

★3 歳児健康診査の受診率の向上 83.2% 90% 平成 35年度 － 1 

肥満傾向にある子ども

の割合の減少 

小学生（11 歳男子） 8.75% 

減らす 平成 35年度 減らす 2 
小学生（11 歳女子） 7.57% 

中学生（14 歳男子） 7.44% 

中学生（14 歳女子） 7.21% 

1 日の運動量が 30 分未

満の子どもの割合の減

少 

小学生（11歳男子） 10.9% 

減らす 平成 35年度 減らす 3 
小学生（11歳女子） 21.2% 

中学生（14歳男子） 8.2% 

中学生（14歳女子） 31.3% 
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※出典 

1 平成 24年度高松市保健センター事業実績 
2 平成 24年度高松市学校保健統計年報 
3 平成 24年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 妊婦健康診査の重要性を意識啓発し、受診勧奨を行います。 

取組 2 妊娠期から健康管理ができるよう、健康教育、健康相談の機会を充実させます。 

取組 3 関係機関と連携し、幼児健康診査の重要性を意識啓発し、受診勧奨を行います。 

取組 4 成長発達を促すための、相談事業を充実させ、情報提供を行います。 

取組 5 子どもたちが、安全に遊びや運動のできる場所や時間を確保します。 

 

《用語の説明》 

・1 歳 6か月児健康診査 
満 1 歳 6 か月を超え満 2 歳に達しない幼児に対する健康診査 

 
・3 歳児健康診査 

満 3 歳を超え満 4 歳に達しない幼児に対する健康診査 
 

コラム 

 子どものいのちを守るために 

子どもが健やかに成長を促すためには、安全に生活を送れることが重要です。1歳～14歳では

交通事故や溺死及び溺水等による不慮の事故が死因の上位となっています。死に至らないまでも、

はっとする様な事故を経験することがあると思います。子どもの事故の大部分は、予防可能であ

ることから、妊娠期を含め、子どもの発達段階に応じた具体的な事故防止対策に取り組むことが

大切です。 

 

１～４歳に起こりやすい事故                            

起きやすい事故 予防のポイント 

転倒・転落 ベランダや階段などからの転落 箱、家具など踏み台になるようなものをベランダ
や窓際に置かない 

やけど 炊飯器や加湿器の蒸気にさわる 
アイロン、ストーブにさわる 
ポット、鍋をひっくり返す 

ストーブ、アイロン、ポット、鍋など、やけどの
原因となるものに子どもがふれないようにする 
ストーブなどには安全柵をつける 

溺れる 浴槽に落ちる、水遊び わずかな水でも残し湯はしない 
お風呂場に外鍵をかける 
水遊びの時はライフジャケットをつける 
目を離さない 

誤嚥・中毒 

窒息 

医薬品、化粧品、洗剤、コイン 
豆などを誤って飲む 

危険なものは子どもの目にふれない手が届かな
い場所に片付ける 
ピーナッツなど乾いた豆類を食べさせない 

交通事故 道路への飛び出し 手をつないで歩く 
三輪車に乗る、自転車に乗せる時はヘルメットを
つける 

資料：「すこやか親子 21」パンフレット 
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（2） 青壮年期の健康 

 

目標：青壮年期世代は生活習慣病から身を守り、 
いきいきとした生活を送れるようにしよう 

 

＜現状＞ 

国民医療費は年々増加し、中でも県民１人あたりの生活習慣病に関する医療費のうち、40～59 

歳の医療費減少に歯止めがかかっていない状況です。平成 24年度特定健康診査結果をみると、メ

タボリックシンドローム該当者及び予備群の割合は、男性では 40～44 歳ですでに 41.1％を占め

ています。一方女性は、男性に比べ少ないですが、年齢が上がるにつれ増加し、50～54歳で 11.0％

を占めています（図 2）。 

また運動・身体活動及び心の健康・休養は、仕事や子育てに忙しく、運動を定期的に行ったり、

十分に睡眠・休養をとる余裕がない世代となっています。 

そのため、それ以前の 20～30歳代からの生活習慣病予防が大切になっています。 

また、青壮年の心の健康管理は不十分なままです。 

 

 

《図 2 平成 24年度特定健康診査（性別・年齢別）ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑ割合》 

《図 1 平成 24年度特定健康診査（性別・年齢別）実施率》 
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＜課題＞ 

 

＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・適正体重を維持し、生活習慣病から体を守る 

・運動不足解消のため、“知らん間に運動”を

増やす 

・十分な睡眠・休養・余暇を楽しむ 

・生活習慣病についての正しい知識を身につ 

ける 

・１年に１回は健康診断を受け、生活習慣病の

早期発見に努める 

・地域のこども会活動・防災訓練・清掃活動等

社会活動に参加し、「知らん間に運動」の実

践や余暇活動や生きがいづくりに努める 

・地域・職域などで声かけし、健康診断や健康 

教室などに参加する 

・地域の保健委員会・食生活改善推進協議会や 

コミュニティ協議会等と協力し、正しい健康 

情報を気軽に学べる機会をつくる 

・市のイベントや地域でこども会活動・防災訓 

練・清掃活動等を実施し、“知らん間に運動” 

の機会を提供する 

・地域や職場でメンタルヘルスについて学ぶ機 

会を設け、よりよい環境づくりを実践する 

 

 

 

・壮年期からメタボリックシンドローム該当者及び予備群が増加しています。 

・40-64 歳の特定健康診査実施率が低い状況です。 

・40-64 歳の特定保健指導実施率がまだ低い状況です。 

・子育て・仕事に忙しく、運動・睡眠・休養の時間確保が難しい状況です。 

40-64歳 

《図 3 平成 24年度特定保健指導（性別・年齢別）実施率》 
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■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
国の 

目標値 

出

典 

★特定健康診査実施率の

向上 

男性(40～64歳) 25.0% 
60% 平成 29年度 60% １ 

女性(40～64歳) 35.2% 

★メタボリックシンドロー

ム該当者及び予備群の割合

の減少 

男性(40～64歳) 49.5% 38% 
平成 29年度 

H20年度

から 25%

減少 

(実数) 

1 
女性(40～64歳) 13.8% 10% 

★特定保健指導実施率の

向上 

男性(40～64歳) 10.6% 
60% 平成 29年度 60% 1 

女性(40～64歳) 18.5% 

日常生活における平均歩

数の増加 

男性(20～69歳) 7,315歩 ＋1,000
歩以上 

平成 35年度 － 2 
女性(20～69歳) 7,129歩 

十分な休養・睡眠が取れて

いる人の割合の増加 

男性(40～59歳） 13.4% 20%以上 

平成 35年度 
85% 

以上 
3 

女性(40～59歳） 21.6% 30%以上 

男性(20 歳以上） 70.1% 85% 

以上 女性(20 歳以上） 75.3% 

＊メタボリックシンドローム該当者・予備群、特定健康診査・保健指導の実施率の目標年度は、第 2
期特定健康診査等実施計画の見直し時としています。 

※出典 

1 平成 24年度特定健康診査・保健指導法定報告 
2 平成 24年国民健康・栄養調査（高松市分） 
3 平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

 

コラム 

 

「ながら運動・ついでに・知らん間に運動」って，どうするの？ 

 青壮年期は、仕事・家事・育児等社会的にも重要な役割を担うとともに、この年代をどう過ご

すかによって、その後の老年期の健康にも影響を及ぼす大切な年代です。 

この時期ほとんどの方が、仕事・家事・子育て等忙しい毎日を過ごしています。そのような日々

の中で、運動する時間を確保するのではなく、何かをしながら・何かのついでに、“知らん間に

運動”を効果的に取り入れ、健康づくりのための身体活動基準程度の活動をお勧めします。 

  

取組 1  青壮年をターゲットにした健康づくりに積極的に取り組みます。 

地域や職域と連携をとり、健康づくりに取り組める事業を行います。 

取組 2 メディアを積極的に活用し、青壮年に健康情報を提供します。 

ツイッター・メルマガなどの情報ツールを利用し、多忙な青壮年に健診情報や生活習

慣病の健康情報をわかりやすく周知・啓発します。 
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たとえば、生活活動では 

・自転者通勤で往復 40 分、職場のみんなと事務所の掃除でモップ拭き 15 分、早足で歩いて往復 10 分

の少し離れたお店でランチを取り気分転換 

・掃除機 10 分、子どもと家から往復 20分の公園で外遊びを毎日 30分 

・週末にはご近所家族と一緒に家族全員で地域の防災訓練・清掃活動等に参加し、ボランティア活動

をしながら家族全員で楽しく 60 分のウォーキング 

・・・・など知らん間に運動を取り入れる自分なりの方法を見つけましょう。 

健康づくりのための身体活動基準２０１３ （18～64 歳の抜粋） 

日常の身体活動量を増やすことで、メタボリックシンドロームを含めた循環器疾患・糖尿病・

がんといった生活習慣病の発症及びこれらを原因として死亡に至るリスクや加齢に伴う生活機能

低下をきたすリスクを下げることが期待できます。将来、生活習慣病などを発症するリスクを低

減させるために、個人の望ましい身体活動基準《健康づくりのための身体》が作成されました。 

血糖・血圧・脂質

に関する状況 

身体活動 

（生活活動・運動） 

運 動 体 力 

（うち全身持久力） 

健診結果が基準範

囲内 

3 ﾒｯﾂ以上の強度の身体

活動※１を毎日 60分 

3 ﾒｯﾂ以上の強度の運

動※２を毎週 60分 

性・年代別に示した強

度での運動を約3分間

継続可能 
（例えば 10 分多く歩く）

今より少しでも増やす 

（30分以上・週 2日以

上）運動習慣をもつよ

うにする 

いずれかが保健指

導レベルの者 

医療機関にかかっておらず、「身体活動のリスクに関するスクリーニング

シート」でリスクがないことを確認できれば、運動を積極的に行う 

リスク重複者また

はすぐ受診を要す

る者 

生活習慣病患者が積極的に運動をする際には、安全面での配慮が特に重要

になるので、まずかかりつけの医師に相談の上、運動に取り組む 

※1 「3 ﾒｯﾂ以上の強度の身体活動」とは、歩行又はそれと同等以上の身体活動 

 例えば、犬を連れての普通歩行（平地、67m/分）、電動アシスト付き自転車に乗る、子どもの世話（立

位）、台所の手伝い、大工仕事など 

※2 「3 ﾒｯﾂ以上の強度の運動」とは、息が弾み汗をかく程度の運動 

 例えば、ボウリング、バレーボール、社交ダンス（ワルツ・サンバ・タンゴ）、ピラティス、太極拳 

たまには，自分にご褒美を 

仕事・子育て・家事など慌しく過ごしている日々の中で、たまには息抜きも大切です。 

おいしい食事、好みの映画やテレビ番組などささやかだけど自分の楽しみを持ち、たまには、頑

張った自分にご褒美をあげましょう。リフレッシュできるだけでなく、心身ともにゆとりが生ま

れ、家族・同僚等への思いやりも生まれます。 
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（3） 高齢者の健康 

 

目標：高齢者がいきいき、健やかに長寿を楽しもう 
 

＜現状＞ 

要介護状態の原因として最も多いのは脳卒中などの脳血管疾患ですが、年をとるにつれ高齢に

よる衰弱や、骨・関節系の疾患など、不活発な生活に起因するものが目立つようになります。高

齢者は生活習慣病だけでなく、不活発な生活による全身の心身機能低下（生活不活発病）への対

策が必要といえます。そこで、安全に歩行可能な高齢者の増加と転倒する高齢者の減少のために

に、65歳からの元気いきいき教室、腰痛・膝関節痛・転倒骨折予防講座、はつらつ介護予防教室

など市民の意識啓発と介護予防事業に取り組んでいます。 

また、住民への意識調査によると、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるために、健康

づくりや介護予防とともに、高齢者が活躍できる場の確保や地域で支えあう体制の充実を望んで

います。 

さらに、65 歳以上の 10 人に 1 人に認知症状があると言われており、今後も高齢化の進展に伴

い認知症高齢者の増加が予想されているため、認知症の人やその家族を支援する、認知症サポー

ターの養成に取り組んでいます。 

 

＜課題＞ 

・生活習慣病の予防など、若い時期からの継続した健康づくりとともに、身体活動・運動不足

や体力低下の改善、口腔機能向上・栄養改善などに取り組む必要があります。  

・地域で介護予防の視点を持ってボランティアとして活動できる場をつくる必要があります。  

・身近な場所で人との交流や居場所のある環境づくりが大切です。 

・生活機能低下による要介護状態等の原因となるロコモティブシンドロームの知識の普及・啓

発と予防に取り組む必要があります。 

・認知症を理解し、支援する認知症サポーター養成に取り組む必要があります。 

・交通事故死に占める高齢者の割合が増加しているため、交通安全に取り組む必要があります。 
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＜行動目標＞ 

市民に取り組んでいただくこと 地域・団体・行政で共にめざすもの 

・生活のリズムを規則正しくする 

・外出の機会を増やす 

・家庭や地域で役割を持つ 

・定期的にがん検診や健康診断を受ける 

・自分の好きなことや、やりたい事を見つけて

生きがいを持つ 

・ロコモティブシンドロームについての知識を

持ち、自ら予防に取り組む 

・認知症について、正しく理解する 

・交通安全に対する意識向上を図るために、交

通安全教室に参加する 

・認知症への理解が広がり、認知症になって

も住み慣れた地域で安心して暮らせる地域

づくりの担い手が増加する 

・地域活動に参加する高齢者が増加する 

・がん検診や健康診断等の受診率が向上する 

・ロコモティブシンドロームの認知率が向上

する 

・要介護認定の移行を抑制する 

・高齢者の交通事故が減少する 

 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 
目標 

年次 

国 

目標値 

出

典 

★要介護認定率（第 1号被保険者）上
昇傾向の抑制 

20.9% 
上昇傾向
の抑制 

平成 35年度 － 1 

特定健康診査・後期高齢者健康診査実
施率の向上（65 歳～） 

48.4% 60% 平成 29年度 60% 2 

★基本チェックリスト回収率の向上 53.7% 85% 平成 35年度 － 3 

二次予防事業参加率の向上 1.8% 5% 平成 35年度 － 4 

地域の人々の支え合いの割合の向上 42.5% 65% 平成 35年度 65% 5 

★認知症サポーター数の増加 13,322 人 25,000 人 平成 35年度 － 6 

元気を広げる人の活動

の増加 

人数 593人 1,000人 平成 35年度  7 

活動回数 990回 2,000回 平成 35年度 － 7 

のびのび元気体操の年

間実施の増加 

実施回数 824回 2,000回 
平成 35年度 － 7 

参加人数 15,264 人 30,000 人 

この１年間に転倒したことのある高
齢者の割合の減少 

18.1% 減らす 平成 35年度 － 3 

★ロコモティブシンドロームの認知
率の向上（再掲） 

20.8% 80% 平成 35年度 80% 5 

80歳で 20本以上自分の歯を有する者
の割合の増加（再掲） 

30.3% 50% 平成 35年度 50% 8 

高齢者の交通事故死亡者数の減少 
（人口 10万対） 

14.8 減らす 平成 35年度 － 9 

高齢者の交通安全教室の開催の増加 7回 増やす 平成 35年度 － 10 

＊特定健康診査・後期高齢者健康診査の実施率の目標年度は、第 2期特定健康診査等実施計画の見直
し時としています。 

※出典 

1  平成 24年度介護保険課資料 
2  平成 24年度特定健康診査・後期高齢者健康診査結果 
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3  平成 24年度長寿はつらつ健診データ 
4  平成 24年度高齢者人口に占める二次予防事業参加者の割合 
5  平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
6  平成 24年度認知症サポーター養成講座参加者 
7  平成 24年度高松市保健センター事業実績 
8 平成 24年度香川県「歯の健康と医療費に関する実態調査」 
9  平成 24年度高松市の交通事故資料 
10  平成 24 年高松市交通安全対策室事業実績 

 

＜高松市が推進していく施策＞ 

取組 1 転倒骨折予防、ロコモティブシンドロームの予防や認知症予防などの介護予防教室や 

講座の実施、パンフレット作成・配布等により、介護予防に資する基本的な知識の普

及啓発を図ります。 

取組 2 高齢者をはじめ市民一人ひとりの健康づくり、生きがいづくり、ふれあいづくりを支 

援します。 

取組 3 「元気を広げる人」、「介護予防サポーター」などの介護予防ボランティアの人材育 

成等により、社会参加を促し、元気な高齢者の増加に努めます。 

取組 4 高齢者が尊厳を保ちながら、要介護状態になっても住みなれた地域で自分らしい生活 

を続けられるよう地域包括ケアシステムの構築を図り、地域での体制づくりに取り組

みます。 

取組 5 認知症を正しく理解し支援する、認知症サポーターを増やすことで、認知症になって 

も住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。 

取組 6 元気な時期から、自らが介護予防に取り組むために、介護予防教室を実施し、要介護 

状態にならないように支援します。 

取組 7 介護事業所が介護予防の重要性の認識を高めるための啓発を図るとともに、医療連携 

や要介護度の維持・改善につながるサービス提供を行う事業者に対する、介護報酬の

優遇制度の適用拡大を促進します。 

取組 8 高齢者の交通事故を減少するため高齢者交通安全教室参加者数の増加に努めます。 

 

《用語の説明》 

・基本チェックリスト 
  高齢者の生活機能を評価し、要介護状態となるリスクを予測することを目的に開発された 25 項

目の質問表です。 

・二次予防事業 
  基本チェックリストの結果、要介護状態等になるおそれの高い高齢者が居宅において自立した日

常生活を営むことができるよう、早期発見・早期対応し、適切な支援を行う事業です。 

・認知症サポーター 
  認知症サポーター養成講座を受講し、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守る 
 応援者です。 

・地域包括ケアシステム 
  2025 年（平成 37 年）を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能 

な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包 
括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を図るものです。 
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コラム 

 

知っていますか？ロコモティブシンドローム 

ロコチェック（ロコモーションチェック） 

 次の 7つのロコチェックで、自分のロコ度を簡単に知ることができます。もしひとつでも当て

はまる項目があれば、ロコモ予備群の可能性があります。 

 ① 片足立ちで靴下がはけない 

 ② 家の中でつまずいたり滑ったりする 

 ③ 横断歩道を青信号で渡りきれない 

 ④ 階段を上がるのに手すりが必要である 

 ⑤ 15 分くらい続けて歩けない（1kmくらい） 

 ⑥ 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である 

 ⑦ 家のやや重い仕事が困難である 

 

続けることが肝心です。 

「ロコトレ（ロコモーショントレーニング）」でいつまでも元気な足腰を。 

ロコトレはたった２つの運動です。 

毎日続けましょう！ 
 

●バランス筋力をつけるロコトレ「片足立ち」 

左右１分間ずつ、1 日 3 回行いましょう。姿勢をまっすぐして行いましょう。支えが必要な

人は、十分に注意して、机に両手や片手をついて行います。 

 

  

 

 

 

 

●下肢筋力をつけるロコトレ「スクワット」 

深呼吸するペースで 5～6回繰り返します。太ももの前後の筋肉、おしり周辺の筋肉に力を

入れることを意識してください。支えが必要な人は、十分注意して、机に手をついて行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全のために椅子やソファーの前で行いましょう。肩幅より少し

広めに足を広げ、つま先が少し外を向くようにして立ちます。 

 

頑張りすぎず 

無理せず自分のペース

で行いましょう！ 

床につかない程度に片足を 

上げます。 

 

転倒しないように、必ずつかまるものが

ある場所で行いましょう。 
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コラム 

 

「元気を広げる人」とは 

 

 

「元気を広げる人」とは、地区保健委員会より推薦を受けた方が、高松市保健センターで講習

を受け、自分たちと同じ地域に住んでいる高齢者が元気に過ごせるように活動している、高齢者

の健康づくり（介護予防）のためのボランティアです。 

 保健センターでの講習を修了した人は、自分たちの住んでいる地域のコミュニティセンター、

集会場、敬老会、サロンなど高齢者が集まる場所で行われる行事で活動しています。活動は、グ

ループとして行い、高齢者の健康づくりのために作成した高松市のオリジナル体操である「のび

のび元気体操」の実施や、手遊びや音楽を使ったレクリエーション等を行なっています。 

終了後もフォローアップ講習で新しい知識を学習する、交流会に参加し、受講生どうしの情報

交換等を行なうことで、活動内容の充実を図っています。 

 

 

コラム 

 

「地域包括ケアシステム」とは 

高齢者が、いつまでも尊厳を持ち元気に地域で暮らせるために、医療や介護だけでなく、住ま

いや社会参加の場の創出などの様々な支援が、それぞれのライフステージに応じて、必要なとき

に切れ目なく提供される仕組みを、生活圏内毎に形成する「地域包括ケアシステム」の構築に取

組んでいます。 
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健康を保持増進するためには、乳幼児期から健康づくりのために好ましい生活習慣を身につ

けるとともに、毎日、健康的な生活習慣を実践することが大切です。 

生活習慣病は、社会環境や人間関係など様々な要因が関連して、長い年月の生活習慣によっ 

て引き起こされるため、簡単に改善することが難しいのが現実です。 

健康的な生活習慣の形成や改善の課題は、ライフステージごとに異なるため、乳幼児期から

高齢期に至るそれぞれのライフステージの各課題に応じた健康づくりを推進することが重要で

あり、その積み重ねが将来の健康に結びつくことになります。１つからでも、健康づくりのた

めにできることから始めましょう。 

 

☆各ライフステージの健康づくりの目標☆ 

 

■０～５歳 親子のきずなを大切に、共に育ち合おう 

・子どもの発達に応じたかかわりをし、子育てのことを相談できる人を持とう。 

・いろいろな食品をバランスよく使い、おやつの内容や回数にも気をつけよう。 

・子どもの頃から早寝早起きや運動（外遊び）する習慣を身につけさせよう。 

・必要な時期に、健康診査、相談、予防接種を受けさせよう。 

・歯みがきの習慣を身につけ、仕上げみがきをしよう。 

・子どもの行動に注意し、事故を防ごう。 

 

■６～１４歳  よい生活習慣を身につけた、元気な高松っ子を育てよう 

・自分の生命や身体を大切にするとともに、家族や友人も大切にしよう。 

・屋外で元気に遊んだり、運動する習慣を身につけよう。 

・早寝・早起き・朝ごはんで、規則正しい生活リズムを身につけよう。 

・脂肪や糖分の多いおやつを、とりすぎないようにしよう。 

   ・歯並びに合わせて工夫して歯みがきをし、う蝕や、歯肉炎を予防しよう。 

 

■１５歳～２４歳 よりよい生活習慣を確立させて、未来へ大きく翔こう 

・趣味やスポーツなどでストレスを上手に発散させよう。 

・毎日、朝食を食べよう。また、夜型生活にならないよう気をつけよう。 

・バランスよい食事や自分にあった運動で適正体重を保とう。 

・未成年者は、喫煙・飲酒の害を学び、自分自身を守ろう。 

 ・歯間ブラシ等を併用してていねいに歯をみがき、う蝕や、歯周病を予防しよう。 

   ・学校検診や健康診査、定期的な歯科健診を受けよう。 

 

 ■２５歳～３９歳 体力の維持、増進に心がけ、健康づくりに取り組もう 

 ・自分のストレスに気づき適切に対処しよう。 

・喫煙や飲酒についての正しい知識を学び、禁煙・適正飲酒をこころがけよう。 

 ・3回の食事をバランスよく食べよう。 

ライフステージごとの目標 
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・生活の中に運動を取り入れる工夫をして、今より 1,000 歩多く歩こう。 

 ・健康診査やがん検診、定期的な歯科健診を受け健康管理に努めよう。 

 

■４０歳～６４歳  生活習慣を見直し、健康づくりを実践しよう 

・睡眠時間を確保し、十分な休養をとろう。 

・ストレスを発散させて、こころの健康管理に気をつけよう。 

・適正体重を維持し、メタボリックシンドローム等の予防にこころがけよう。 

・喫煙や飲酒についての正しい知識を学び、禁煙・適正飲酒をこころがけよう。 

・3 回の食事をバランスよく食べよう。 

・生活の中に運動を取り入れる工夫をして、今より 1,000 歩多く歩こう。 

・歯間ブラシ等を活用してていねいに歯をみがき、健康な歯と歯ぐきを守ろう。 

・健康診査やがん検診を受け、病気の早期発見・早期治療につなげよう。 

   ・定期的な歯科健診を受け、う蝕や歯周病等があれば早期に治療しよう。 

 

■６５～７４歳  地域社会とつながりを持ち、健康を保とう 

 ・趣味や楽しみを持ち、地域の行事やボランティア活動などに積極的に参加しよう。 

  ・歩くことを生活習慣にするなど、ロコモティブシンドローム等の予防に心がけよう。 

  ・バランスのよい食事をとり、塩分の摂取を控えよう。 

  ・郷土料理や伝統料理などふるさとの食文化を次世代に伝えよう。 

・喫煙や飲酒についての正しい知識を学び、禁煙・適正飲酒をこころがけよう。 

・毎食後の歯みがきや定期的な歯科健診で、1本でも多くの歯を残すようにしよう。 

・かかりつけ医、かかりつけ歯科医をもとう。 

 

■７５歳以上  豊かな経験を生かし、健やかに暮そう 

 ・趣味や楽しみを持ち、地域の行事に参加するなど仲間づくりをしよう。 

・生活の中で体を動かす機会を増やそう。 

・3 度の食事をおいしく食べよう。 

・よくかんで食べられるよう、歯の手入れをしよう。 

・転倒など家庭内の事故に気をつけよう。 

・家庭内での役割を持って、できることを進んでしよう。 

・周りの人との会話を大切にして閉じこもらないようにしよう。 

・かかりつけ医、かかりつけ歯科医をもとう。 
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４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

人々の健康は、社会的影響を受けることから、健康に関心を持ち、健康づくりに取り組みやすいよう健

康を支える環境を整備するとともに、社会全体が相互に支え合いながら健康を守るための環境を整備す

ることが必要です。 

 

（1）地域で支える健康づくり 

健康づくりは個人の価値観に基づき、一人一人の自覚と責任のもとで取り組むことが大切

ですが、地域の中で取り組むことで、地域住民との相互関係により、楽しく続けられるとと

もに、多くの付加価値が生まれます。 

個人が家族・仲間・学校・民間団体・地域コミュニティなどと密接につながっていること、

すなわちソーシャルキャピタル（社会関係資本）が豊かであることによって、社会生活によ

るストレスを低下させ、具体的な支援やケアを提供することにつながると考えられます。 

本市では、自治基本条例でまちづくりを進めるための基本的なルールを定めています。こ

れによって、市民と行政が協働するとともに、地域が主体的に市政に参画するまちづくりを

進めています。 

   さらに、高松市自治と協働の基本指針で、自治基本条例で掲げられた“市民主体のまちづ

くり”の実現に向け、協働のあり方や地域コミュニティ協議会や市民活動団体のめざすべき

方向性を示しています。 

人と人とのつながりを活かしてソーシャルキャピタルを醸成することは、地域ぐるみの健

康づくりの推進力にもなります。 

＜自治の基本三原則＞ 

 

 

    

  

 

 

 

 

都市化や核家族化の進展などにより、地域の連帯感やふれあいが薄れつつある中で、多様

化する健康課題を地域の人たちが自らの問題として捉え、解決に向けて積極的に取り組む“地

域自らのまちづくり”が求められています。地域住民が自主的に参加し、その総意と協力に

より、「地域コミュニティ」が住みよい健康的なまちづくりを進めるための重要な基盤となり

ます。 

地域コミュニティ組織の中核である地域コミュニティ協議会は、その構成員がお互いを尊

重し、力をあわせ、地域の課題を発見・認識し、解決することや、地域特性を生かした活動

を行うなど地域の価値を創造していく役割を担う、地域に不可欠な組織です。 

具体的な

方向・目標 

高松市自治と協働の基本方針 

第 22 条 協働 
第 23 条 地域コミュニティ協議会 
第 24 条 市民活動団体 

高松市自治基本条例    
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その中心となるのは自治会であり、現在、本市の自治会加入率は市全体で約65％ですが、

自治会に加入していない方も含め同じ地域に住んでいる方は全て協議会の構成員です。地域

コミュニティ協議会の中には、自治会の他に、社会福祉協議会、婦人会など様々な団体があ

りますが、これらの中で、保健委員会、食生活改善推進員、元気を広げる人等は地域の健康

づくりを守り支える中核的な役割を担っています。 

【地域コミュニティ協議会の構成例】 

 

平成 24年度高松市民の健康づくりに関する調査の結果では、ご近所づきあいについて、「お

住まいの地域の人々はお互いに助けあっているか」の質問に対して、「強くそう思う」と「ど

ちらかといえばそう思う」をあわせると 42.5％でした。「お住まいの地域の人々は、信頼で

きるか」の質問に対しては、「強くそう思う」と「どちらかといえばそう思う」をあわせると

47.9％、「あいさつをしているか」の質問に対して「強くそう思う」と「どちらかといえばそ

う思う」をあわせると 79.4％、「問題が生じた場合、力を合わせて解決しようとするか」の

質問に対して、「強くそう思う」と「どちらかといえばそう思う」をあわせると 44.7％でし

た（図 1）。 

《図 1 あなたのお住まいの地域のご近所づきあいについて》 
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6.6% 
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8.0% 

36.3% 

41.3% 

54.6% 

36.7% 

30.2% 

32.5% 

11.5% 

34.2% 

10.4% 

7.5% 

2.7% 

8.7% 

11.7% 

7.0% 

2.3% 

6.9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
お住まいの地域の人々はお互いに助け 
合っている 

お住まいの地域の人々は、信頼できる 

お住まいの地域の人々はあいさつをして 
いる 
お住まいの地域では問題が生じた場合、 
人々は力を合わせて解決しようとする 

強くそう思う 

どちらかといえばそ 
う思う 
どちらとも言えない 

どちらかといえばそ 
う思わない 
全くそう思わない 
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また、「自分と地域の人とのつながり」についての質問では、「強い方だと思う」と「どち

らかといえば強い方だと思う」をあわせると全体の 33.8％でした（図 2）。「現在の地域活動

の有無」についての質問では、「地縁的な活動を行っている人」は 38.4％、「スポーツ・趣味・

娯楽活動を行っている人」は 15.9％、「ボランティア・ＮＰＯ・市民活動を行っている人」

は 13.0％でした（図 3）。 

《図 2 自分と地域の人とのつながり》            《図 3 現在の地域活動の有無》 

6.4%

27.4%

23.2%

22.0%
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強い方だと思う

どちらかといえば強

い方だと思う

どちらかといえば弱
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弱い方だと思う

わからない

 

38.4%

15.9%

13.0%

56.8%

75.9%

5.3%

4.8%

8.2%

82.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地縁的な活動

スポーツ、趣味、娯楽活動

ボランティア、NPO,市民活動

活動している していない 無記名

 

    これらの質問から、地域とのつながりを持って生活している人は3～4割ですが、地域コミュ

ニティの中では 8割の人があいさつをし、何らかの関わりを持って生活をしていることがわ

かりました。 

各地の大規模災害時に地域における自助・共助の活動で見られたように、地域コミュニティ

が担う重要な役割は広く認識されており、地域における連帯活動の推進が図られているとこ

ろです。同様に健康づくりのための取組は、一人ひとりが自ら健康な生活を実現するために

行う「自助」、家庭や地域、学校、企業、テーマコミュニティである健康づくり活動のグルー

プ、ＮＰＯ等と連携してすすめる「共助」、健康情報の提供、健康増進につながる仕組みや

環境の整備など市民の健康づくりを支える「公助」の3つの側面から取り組むことが必要です。 

■指標（★：重点目標） 

目 標 項 目 現状 目標 目標年次 
出

典 

居住地域でお互いに助け合っていると思う

人の割合の増加（再掲） 
42.5% 65% 平成 35年度 1 

地縁的な活動をしている人の割合の増加 38.4% 増やす 平成 35年度 1 

★食生活改善推進員の活動の

増加（再掲） 

人数 538人 600人 
平成 35年度 2 

実施回数 2,533回 2,800回 

★元気を広げる人の活動の増

加（再掲） 

人数 593人 1,000人 

平成 35年度 3 実施回数 990回 2,000回 

参加人数 21,868 人 40,000人 

★健康づくり登録団体数の増加 68団体 100団体 平成 35年度 4 

※出典 

1 平成24年度高松市民の健康づくりに関する調査 
2 平成25年度高松市食生活改善推進協議会総会資料 
3 平成24年度高松市保健センター事業実績 
4 平成25年10月現在「健やか高松21」一団体一運動、モデル地区・モデル事業登録団体数 

※登録団体は、平成26年度から、健康づくり登録団体に統合 
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コラム 

地域ぐるみで取り組もう!! 健康づくり 

健康づくりは、自分のペースで一人ひとりが取り組むことも大切ですが、普段、仕事・家事・

子育てなどで余裕がなくても、時間を作ってたまには気の合う近所の方や友人達とおしゃべりし

ながら、ウォーキングや、ラジオ体操をするのも長続きするコツです。 

あなたの住むまちには、健康づくりのお手伝いをするために、地区保健委員会や食生活改善推進

員や元気を広げる人など、地域の団体・組織や人材があります。 

44地区保健委員会にアンケートを実施したところ、地域で関心のある健康づくりの取組として、

食生活・栄養、糖尿病、介護予防が上位に挙がっています（図参照）。 

13
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こころの健康

運動

食生活・栄養

飲酒

喫煙

歯の健康

介護予防

がん

循環器の病気

糖尿病

地域で関心のある健康づくり（各地区保健委員会）

関心のある健康づくり（３つ選択）

 

また、「高松市健康都市推進ビジョン」（仮称）が終了する 10年後にも元気で仲間達と旅行を楽

しむなど、自立した生活を送るためは、介護予防やこころの健康などが重要という意見も多数あ

りました。 

自分の健康づくりとともに、お互い声をかけ合い地域ぐるみで健康づくりの輪・和を拡げましょ

う。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わたしのまち・あなたのまち 

みんなで健康！!いきいき生活 

 

 
ｲﾗｽﾄ by WANPUG 
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（2）高松市の地域特性に応じた健康づくりの推進 

  健康づくりの必要性を意識しているにもかかわらず、運動不足や不規則な食生活などの生

活習慣の改善に向けた具体的な行動を起こすことがなかなかできないと感じている人も少な

くないと思われます。しかし、高松らしい健康に配慮したライフスタイルを取り入れること

により、自然に健康づくりにつながる生活をすることができます。 

 

＜具体的な取組例＞ 

里山歩き 

   高松市には里山が多くあります。現在、市内では、屋島、日山、堂山、勝賀山、浄願寺山、

岩瀬尾山、由良山、久米山、薬師山など多くの里山で、様々な活動が行われています。このよ

うな活動に参加することは身近な自然を見直す契機となるとともに、健康づくりに役立ちます。 

 

ウォーキング 

   子どもや高齢者もできるウォーキングは取り組みやすい健康づくりのひとつです。歩く時間

帯や曜日、距離などは無理のないよう工夫してください。歩けば季節や自然を感じ取ることが

でき、適度な運動でひと汗かいた後のすがすがしい気持ちも味わうことができます。 

 

公園等の散策 

   市街地では、瀬戸内海の景観が美しいサンポート高松や、玉藻公園、中央公園、国の特別名

勝である栗林公園など緑あふれる県都の顔となる公園などがあります。さらに、仏生山公園や、

橘ノ丘総合運動公園、如意輪寺公園、公渕森林公園などそれぞれの地域を代表する公園も数多

くあるほか、身近な都市公園も多数整備されており、公園等の散策は健康づくりになります。 

 

コンパクト・エコシティを踏まえた健康づくり 

   本市の多核連携型コンパクト・エコシティ推進計画では、広域交流拠点、地域・生活交流拠 

点における取組である「公共交通の利便性を生かした歩いて暮らせるまちづくり」、「公共交 

通を生かした"環境にやさしい"まちづくり」により、徒歩、自転車で移動しやすい環境負荷の 

少ないまちづくりを推進していくこととしています。 

従来、本市は、少雨で温暖な気候や起伏が少ない地形などにより、自転車を利用する人の割

合が全国に比べて多く、市民にとって最も身近な乗り物であり、マナーを守りながら、通勤通

学、日常生活等に自転車を利用すれば、健康づくりにつながります。 

   また、鉄道や電車・バスなどの公共交通機関を利用することは環境負荷の低減になり、出発

地・目的地と最寄駅間の移動を自転車や歩くことにより、健康づくりになります。 

 

食文化、地産地消、市民農園など 

  高松の食文化の代表格はうどんですが、市内で生産される代表的な農産物である『高松産ご

じまん品』などの野菜類や、市民農園、家庭菜園などで自ら作った野菜や果物、また瀬戸内海

で採れる新鮮な魚介類などをバランスよく食べることは、健康にもよいものです。 
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島しょ部や山間部の散策 

 本市は、風光明媚な瀬戸内海に面しており、女木島や男木島などの美しい島々が身近にあり

ます。また、四国山地の麓に広がる塩江エリアは温泉もあり豊かな自然が残っています。 

 

 

 

地域の健康づくり行事への参加 

 本市では、各コミュニティで保健委員会、食生活改善推進員、元気を広げる人等を中心に様々

な健康づくりに関連した行事が行われています。これらの行事に参加すれば、人々とのふれあ

いを楽しみながら、健康増進が出来ます。 
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第４章 計画の推進体制 

 

健康づくりは、まず、市民が健康づくりの重要性について理解を深め、自らの健康の管理に努

めながら、生活習慣の改善や疾病の早期発見や早期治療などに取り組むことが不可欠です。 

また、市民一人ひとりの主体的な健康づくりを広げ、継続していくためには、行政をはじめ家

庭や学校、地域、保健・福祉・医療関係団体、マスメディア及び企業等がそれぞれの特性を活か

しつつ連携、協力をして、市民の健康づくりを支え、支援する必要があります。 

 

１ 健康づくりの取組におけるそれぞれの役割 

 
市民の役割 

市民は、健康づくりの主体者です。したがって、健康に関する正しい知識や情報を習得して、

自身に適した健康づくりや生活習慣病等の予防に努めるとともに、積極的に健康診査や、歯科

健診、がん検診等を受診し、疾病の早期発見、早期治療に努めることが求められます。 

また、身近な生活の場で、健康づくりに取り組む仲間との交流や実践に参加し、一人ひとり 

の健康づくりを支え、運動の輪を広げる原動力となることが期待されます。 

 

家庭の役割 

家庭は、食習慣など、乳幼児期から生涯を通じて、正しい生活習慣を身につけるための基礎

的な役割が求められています。また、健康の重要性について学習する場であるとともに、やす

らぎの場でもあるため、健康的な生活を維持する上で家族が互いに協力し、助け合うことが大

切です。 

 

地域社会の役割 

市民の生活の場である地域社会における自主的な取組は、健康づくりを進めるために重要な

意義を持っており、市民の健康に関わる社会環境の改善や自然環境を守り大切にする活動など

を通じ、より健康なまちづくりを進めることが期待されます。 

＜健康づくりに関連のある地区組織＞ 

○地域コミュニティ協議会 

   地域の個性及び自立性を尊重した地域のまちづくりを行うための組織で、本市には現在44

地区にコミュニティ協議会があります。自治会をはじめ、こども会、婦人会、老人クラブ、

交通安全母の会、体育協会、消防団、市民活動団体など、地域の各種団体や個人が連携して、

地域の課題の解決に総合的に取り組んでいます。 

 ○保健委員会 

市内 44 地区に保健委員会があり、「高松市健康都市推進ビジョン｣（仮称）に基づき、地

域住民の主体的な健康づくりを支援するとともに、会員相互の親睦を図り、地域に密着した

きめ細やかな保健・献血活動を推進しています。主な活動は各種行事の周知や声かけ、講演

会の開催、健康ウォーキングの実施、子育て支援の協力などです。 
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○保健委員会連絡協議会 

保健委員会連絡協議会は、市内各地区の保健委員会会長で構成され、相互の連絡調整と、

地域に密着した保健活動を積極的に進めています。主な活動は、「保健委員会だより」の発刊、

「高松市民献血の日」記念行事の開催、健康づくりの啓発などです。 

○食生活改善推進協議会 

市民の栄養及び食生活改善の普及・指導を通して、健康増進に寄与することを目的に、市

内 41地区で推進員が「私達の健康は私達の手で」をスローガンに活動しています。主な活動

は、伝達講習会などです。 

 

学校の役割 

学校は、少年期から青年期にかけて多くの時間を過ごすため、健康観の確立や望ましい生活

習慣の基礎を築く場として重要な役割を担っています。 

子どもの健康づくりに関する取組としては、保健学習により子どもの頃から正しい生活習慣

が身に付けられるよう努めるほか、病気や怪我に対応するための保健指導をします。さらに、

学校検診を行い、その結果に基づき適切な処置をとっています。 

多様な人々との関わりや様々な体験を重ねることにより、子どもの「生きる力」を育むとと

もに、家庭や地域社会の人々に協力を得るなど連携を深めることが大切です。 

 

企業・事業所（職場）の役割 

企業・事業所は、法令に基づき職員の健康診断を実施するほか、健全な職場環境を形成する

とともに、受動喫煙防止対策や健康づくりのための活動の場や機会を確保することが必要です。 

また、退職者の地域活動の自発的な参加を促す意味からも、地域社会への貢献活動を実践する

ことが望まれています。 

 

医療機関等の役割 

健康問題の相談や疾病の予防、生活習慣病の治療や管理などの一次医療（プライマリ・ケア

の）中心的な役割を担っているのが地域の身近な医療機関です。 

この他、医療機関には、疾病別、臓器別医療など高度な医療を入院医療や専門外来医療によ

り提供する二次医療機関と、特殊な医療機器が設置され、先進的な技術を要する高度な医療を

提供する三次医療機関があります。 

これら医療機関は、他の医療機関等と連携し、保健指導、健康診査、治療その他の保健医療

サービスを市民が適切に受けられるよう配慮するとともに、健康づくりに関する知識の普及啓

発に努める必要があります。 

 

ボランティア団体・ＮＰＯ（非営利団体）の役割 

 ボランティア団体やＮＰＯは、柔軟で先駆的な活動に取り組むことができ、活動を通じて多

面的に多くの人々とつながることができます。このため、健康に関する情報やサービスを身近

にきめ細かく提供することや、これらの相互の連携、情報交換、ネットワーク形成による効果

的なサービス提供が期待されます。 
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 マスメディアの役割 

  生活習慣の改善を進めるには、改善の必要性やその方法を健康情報として提供することが必

要なため、マスメディアは極めて重要な社会資源として位置づけられます。このため、市民が

健康づくりに主体的に取り組むことができるよう、意識啓発に配慮した正確な根拠に基づいた

情報提供に取り組むことが必要です。 

 

 

保険者の役割 

 国民健康保険、健康保険組合、共済組合などの医療保険の保険者は、被保険者の健康の保持・

増進を目指した保健事業の充実・強化を図るとともに、特定健康診査及び特定保健指導の実施

により、メタボリックシンドロームの予防、生活習慣の改善に関する情報提供を行っています。  

また、関係機関と連携して、より効率的な活動を展開していくことが求められます。 

 

 行政の役割 

 市は、本計画を推進するため、健康づくり気運の醸成に努めるとともに、市民の健康づくり

運動の普及・啓発や各種保健事業の推進、また、コミュニティ協議会や保健委員会、食生活改

善推進協議会等の地区組織への支援の役割が求められます。 

このため、次のような活動に重点的に取り組むことが求められています。 

◇ 保健施策事業の展開に当たり、市民の健康実態等を踏まえ、生活習慣の改善に向けた対策

に取り組むこと。 

◇ 介護を必要とする状態となることを予防するため、脳卒中や骨粗しょう症の予防、転倒、

生活不活発病などによる運動機能の低下を予防するための効果的な対策に取り組むこと。 

◇ 生涯を通じた健康づくりを積極的に推進するため、正しい健康情報の提供や健康学習の場

の提供など、健康づくり運動の普及・啓発をはかること。 

◇ 誰もが健康で充実した生活を送ることができるよう、地域、社会の絆を深め、あらゆる人々

の健康を守り支えるための社会環境の整備に努め、健康なまちづくりを進めること。 

◇ この計画に掲げる目標値の達成状況を評価するための調査等を実施するとともに、中間評

価、最終評価において本市の取組を検証し、健康づくり施策の見直しと市民の健康づくりを

支援する体制を整備すること。 
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２ 計画の推進体制 

（1）健康づくり推進懇談会（地域・職域連携推進協議会） 

市民の生涯にわたる健康の保持及び増進に係る施策の総合的な推進を図るため、本市附

属機関の類似機関である「高松市健康づくり推進懇談会」を設置しています。委員は、医

師会をはじめとする職能団体の代表者及び地域コミュニティ協議会をはじめとする地区組

織、市民の代表者、学識経験者などで構成しています。 

また、健康づくり推進懇談会を地域・職域連携推進協議会と位置づけ、保健事業の連携

による事業の効果的・効率的な活用等による生涯を通じた健康づくりの促進を課題とし、

地域・職域連携共同事業の企画・実施・評価等において中核的役割を果たすとともに、「高

松市健康都市推進ビジョン」（仮称）の推進に寄与することを目的としています。 

 〔所掌事項〕 

・健康増進法に基づき本市が策定する健康増進計画に関すること。 

・市民及び関係団体の連携による健康づくり運動の推進に関すること。 

・生活習慣の改善のための多様な情報提供及び効果的な啓発の推進に関すること。 

・その他健康増進計画の目標の達成に関すること。 

 

（2）地域・職域連携推進ワーキング会議 

保健事業等の具体的な企画を行うために、実務担当者による会議を開催し、情報共有、 

具体的な保健事業の共同実施、社会資源の相互有効活用等に関して協議します。 

〔具体的内容〕 

・働き盛りの世代における健康課題について 

・健康課題に対する地域の各関係機関、団体の役割に関すること 

・具体的な連携事業の企画、実施、評価等の推進に関すること 

 

（3）庁内の計画推進組織 

① 健康づくり推進本部会 

    市役所内の各局長で構成する健康づくり推進本部会は、市民の健康増進に寄与すること

を目的に、健康課題、健康づくりのための環境整備等について情報交換を行うとともに、

相互の連携の促進を図るため、健康づくり推進本部会を開催し、市役所内各局の協力を得

て計画を推進していきます。 

② 健康づくり推進幹事会 

健康づくり推進本部会の下に、関係課長で構成する健康づくり推進幹事会を設置し、定

期的に健康づくり推進幹事会を開催して、計画を推進するために具体的な協力や連携を図

りながら計画の進行管理をしていきます。 
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【「高松市健康都市推進ビジョン」（仮称）の推進体制】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 健康づくりは、自分で主体的に取り組むこと（自助）、家庭や地域で一緒に取り組むこと（共

助）、自助や共助への公的支援（公助）により進めていき、新しい公共力である「市民力」を高め

ることが大切です。 

地  域 

 
・市役所一丸となった環境整備 
・各種健康施策の実施、人材育成、 

仕組みづくり等 
 

行 政 

健康づくり推進本部会 

健康づくり推進幹事会

 

協 
働 

マスメディア 
新聞・テレビ等 

連 携 
連 携 

連 携 連 携 

家 庭 

地区組織 
（コミュニティ協議会、保健委員会、 

食生活改善推進協議会等） 
・まちづくり 
・健康づくり関連行事 

市民公益活動団体・ 
民間団体・ボランティア等 
・健康づくり事業 
・スポーツクラブ 
・ヘルスサポーター 

企 業・事業所 
・職場健診 
・健康教育等 

 

学 校 
保育所・幼稚園 

・健康診断 
・保健学習、保健指導 

 

保健医療機関等 
 ・定期健康診査 
 ・治療、指導 

 

医療保険者等 
 ・特定健康診査 
 ・特定保健指導 

 

共 助 

公 助 

「市民力」 
＜自助・共助＞ 

 

                   
 

職能及び地域・市民団体代表者、  

  学識経験者、公募市民等で構成 

 

 

 
〔各種保険者、職域関係者で構成〕 

 

 

 

 

高松市健康づくり推進懇談会 
（地域・職域連携推進協議会） 

地域・職域連携推進ワーキング会議 

市 民 

自 助 
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第５章 計画の進行管理と目標達成の評価 

 

１ 計画の進行管理と評価 

  「高松市健康都市推進ビジョン」（仮称）では、健康づくりのための各種の目標項目を設定

していますが、重要と考えられる項目については、毎年度モニタリングを行い、健康づくり推

進懇談会等に報告し、本市の実情に合わせた健康づくり施策を推進していきます。 

また、計画の中間年度である平成 30年度は、市民健康意識調査などに基づき、目標項目の達

成度や諸活動の成果等について中間評価を行い、最終年度の平成 35年度には、最終評価を行い

ます。 

 

２ 計画の評価方法 

  健康づくりの進展や各種保健事業の推進について、目標達成状況を適切に評価することが求

められています。 

このため、各種健康情報の集積や評価システムの検討を行うとともに、定期的・系統的に状

況を把握しながら、効果的な分析に取り組みます。 
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